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第１章 越谷市空家等対策計画の概要 

１.１ 計画策定の背景及び目的 

 

近年、地域における人口減少や既存建築物の老朽化、社会的ニーズの変化等に伴い、

使用されていない建築物が全国的に増加しています。その中には、適切な管理が行わ

れていない結果として安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問

題を生じさせ、ひいては地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしているものがあります。 

こうした状況の中、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進することなどを

目的として、「空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「空家法」という。）」が平

成２６年１１月に制定（平成２７年２月に一部施行、平成２７年５月に全面施行）さ

れました。 

本市においても、空家等の問題は例外ではないことから、管理不全な状態の空家等

が放置されることを防止し、生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄

与することを目的に「越谷市空き家等の適正管理に関する条例（以下「空家条例」と

いう。）」を平成２７年３月に制定しました。 

また、平成３1 年３月には、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、

その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、幅広い観点から

空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の

振興に寄与することを目的として、地域の実情や課題などを踏まえた「越谷市空家等

対策計画（以下「本計画」という。）」を策定し、空家等の「適正管理の促進」「発生の

予防・抑制」「活用・流通の促進」の３つの基本的な方針に基づく施策を実施すること

により、空家等対策に取り組んできました。 

その結果、本市における空家率 P113は、全国に比べ低くなっており、一定の成果を

挙げている一方、建築物の老朽化や所有者等の高齢化 P113等により、今後、さらなる

空家等の増加が懸念されます。 

また、全国的には、空家等の数は増加を続けており、今後、更に増加が見込まれる

ことから、空家等対策の総合的な強化を図るため、空家法の一部を改正する法律（以

下「改正空家法」という。）が令和５年６月に公布（令和５年 12 月施行）されました。 

この度、令和８年（２０２６年）３月に計画期間の満了を迎えることから、空家等

対策を取り巻く社会情勢の変化に対応するとともに、総合的かつ計画的な空家等対策

をより一層推進することを目的として、本計画を改定します。 

 

  
※：本計画と個人情報保護法の関係 

○空家等に関する個人情報は、「個人情報保護法」に基づき、空家法の施行のために必要な限度の

範囲内で、内部で利用し、外部に提供されることはありません。 

○空家法に基づき、越谷市が保有する固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有

する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、空家法の施行のため

に必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利

用します。 

○空家等の円滑な活用や流通を図るためなど、本人の同意がある場合、その同意された利用目的や

提供先等の範囲で、外部に個人情報は提供されますが、個人情報保護法に基づき、利用目的を超

えることなく適正に扱われます。 

○その他の法令に定めがある場合は、その法令の規定によります。 
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１.２ 計画の位置づけ 

 

本計画は、空家法第７条の規定に基づき策定するもので、上位計画である「越谷市

総合振興計画」、その他関連計画との整合を図りつつ、空家等の現状や課題を踏まえ、

空家等に関する対策の基本的な方針などを定めるものです。 

また、空家条例や他法令などの規制・基準と連携することにより、今後の空家等に

関する対策を総合的に推進するための計画として位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１-1 越谷市空家等対策計画の位置づけ 

  

根拠 

指針 
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・埼玉県住生活基本計画 等 

・空家等対策の推進に関する特

別措置法 

・空家等に関する施策を総合的

かつ計画的に実施するための

基本的な指針 

【関連計画】 

・まち・ひと・しごと創生越谷市総合戦略 

・まち・ひと・しごと創生越谷市人口ビジョン 

・越谷市都市計画マスタープラン 

・越谷市建築物耐震改修促進計画   

・越谷市地域福祉計画 

・越谷市地域防災計画  等 

連携 

【上位計画】 

越谷市総合振興計画 

越谷市空家等の 

適正管理に関する条例 

連携 反映 

越谷市 

空家等対策計画 

越谷市空家等 

対策協議会 

協議 
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１.３ 計画期間 

 

本計画の計画期間は、令和８年度（2026 年度）から令和 12 年度（2030 年度）

までの５年間とします。 

なお、計画期間中においても、国の空家政策の動向及び社会・経済情勢の変化等を

踏まえ、計画内容について、必要に応じ見直しを行います。 

 

 

 

図１-2 計画期間 

  

令和 3 

 

 

越谷市空家等対策計画 
（令和８年〇月改定） 

第5次越谷市総合振興計画 
基本構想 

 
越谷市空家等対策計画 

(年度) 令和 2 令和元 令和 4 令和 7 令和 6 令和 5 令和 8 令和 11 令和 10 令和 9 令和 12 令和 13 

 

 

次期越谷市 
総合振興計画 
基本構想 

令和 8～令和 12（ 2030）  令和元～令和 7 

令和 3～令和 12（ 2030）  

後期基本計画 

令和 8～令和 12（ 2030）  

前期基本計画 

令和 3～令和 7 
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１.４ 計画の対象地区 

 

本計画では、市内全域に空家等が分布しているため、「市内全域」を計画の対象地区

とします。 

 

 

図１-3 本計画の対象地区 
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１.５ 計画の対象とする空家等の種類 

 

本計画の対象とする空家等は、空家法第２条第１項に規定される「空家等」を対象

とします。 

また、使用中の建築物等（空家等になることを予防する視点から必要な場合）及び

空家等の除却後の跡地についても対象とします。 

対象とする建築物の種類は、一戸建のほか、長屋や共同住宅、店舗、事務所、倉庫

等を含めた全てとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１-4 本計画の対象とする空家等 

  

 

「空家等※」である 

建築物又はこれに附属する工作物 

（住宅、店舗、倉庫、門、塀等） 

＋ 

その敷地 

（立木その他の土地に定着する物を含む） 

 

 

※：空家法第２条第１項に規定される「空家等」を指し、 

  「居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの」が対象 

本計画の対象とする空家等 

＋ 

使用中の建築物等（予防する視点から必要な場合） 

＋ 

空家等の除却後の跡地 
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空

家

等

の

種

類 

＜空家等（空家法第２条第１項）＞ 

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使

用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立

木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。 

※ただし国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを

除く。 

 

 

＜管理不全な状態の空家等（空家条例２条第１項第２号）＞ 

空家等が、適切な管理が実施されていないため次に掲げるい

ずれかの状態にあることをいう。 

ア 老朽化又は台風等の自然災害により倒壊するおそれのあ

る状態 

イ 建築材等を飛散させ当該敷地外にある者の生命、身体又

は財産に被害を及ぼすおそれのある状態 

ウ 不特定者の侵入等による火災又は犯罪が誘発されるおそ

れのある状態 

エ 敷地内の草木が著しく繁茂し、除枝又は除草が必要な状

態であり、周囲への生活環境を害するおそれのある状態 

オ アからエまでに掲げるもののほか、周辺の生活環境に悪

影響を及ぼすおそれのある状態であり、規則で定める状態 

 

＜規則で定める状態（空家条例施行規則２条）＞ 

条例第2条第2号オの規則で定める状態は、次に掲げる状態

とする。 

(1) 敷地内に物件が放置されていることにより、火災が誘

発されるおそれのある状態 

(2) 敷地内に物件が放置されていることにより、周辺の生

活環境に衛生上悪影響を及ぼすおそれのある状態 

(3) 敷地内に放置されている物件が、飛散するおそれのあ

る状態 

(4) 前3号に掲げるもののほか、周辺の生活環境に悪影響を

及ぼすおそれのある状態として、市長が特に認める状態 
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＜管理不全空家等（空家法第１３条第１項）＞ 

空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置

すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあ

ると認められる空家等をいう。 

 

＜特定空家等（空家法第２条第２項）＞ 

次の状態にあると認められる空家等をいう。 

(1) そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるお

それのある状態 

(2) そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれの

ある状態 

(3) 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を

損なっている状態 

(4) その他周辺の生活環境の保全を図るために放置するこ

とが不適切である状態 

 

計

画

の

対

象

外 

共同住宅や長屋等で、一棟のうち一部住戸だけでも居住して

いる場合は、空家法の対象外であることから、本計画におい

ても対象外となります。 

※すべての住戸が空き部屋となっている場合には、空家等と

して、本計画の対象とします。 

 

 

只今空室有 

対 象 外 
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第２章 本市における空家等の現状と課題 

２.１ 本市の空家等を取り巻く現況 

（１） 本市の人口及び居住の特徴 

１）人口・年齢３区分別年齢構成の推移 

本市の人口は令和７年４月１日現在で 341,992 人となっており、減少傾向にあり

ます。今後も、人口は減少していく見通しであり、令和 12 年（2030 年）には、   

334,934 人と約 7,000 人の減少が予想されます。 

年齢３区分別の年齢構成をみると、０歳～１４歳の割合は減少、１５歳～６４歳の割

合はほぼ横ばいから微増で推移することが予想されます。６５歳以上の割合は増加傾

向が続くことが予想され、令和 12 年（2030 年）の高齢化率は、26.3％となる見通

しです。 

 

資料：第５次越谷市総合振興計画 P116 後期基本計画 
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図２-1 人口の見通しと年齢３区分別の年齢構成（各年４月１日現在） 

越谷市空家等対策計画期間 
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２）世帯数の推移 

 本市の世帯数は令和 7 年４月１日現在で 163,985 世帯となっており、微増傾向に

ありますが、令和 10 年（2028 年）を境に減少に転じ、令和 12 年（2030 年）に

は 164,293 世帯となる見通しです。 

 

 

資料：第５次越谷市総合振興計画 後期基本計画 
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（２） 本市の住宅の特徴 

１）住宅の構成 

総務省が実施した令和５年住宅・土地統計調査 P115から、住宅分類別の戸数をみる

と、「居住世帯のある住宅」は１４３,２２０戸（９３.１％）、「居住世帯のない住宅」

は１０,５５０戸（６.９％）となっています。 

「居住世帯のある住宅」の内訳をみると、一戸建の割合が最も高く５２.２％、次い

で共同住宅が４３.９％となっており、この２つの合計で９割以上を占めています。 

「居住世帯のない住宅」のうち「空家」の内訳をみると、「上記を除く住宅」の割合

が最も高く５７.９％、次いで「賃貸用の住宅」が３７.８％となっています。 

 

 
図２-3 住宅・土地統計調査における住宅の分類別の戸数 

 

資料：令和５年住宅・土地統計調査 

 

※：割合は端数を四捨五入しているため、合計が１００％とならない場合があります。 

※：本計画の中では令和５年住宅・土地統計調査における「空き家」を「空家」と表現して

います。 

※：上記を除く空家：令和５年住宅・土地統計調査では、空家のうち二次的住宅、賃貸用・

売却用の空家を除く空家を指します。 
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≪住宅・土地統計調査について≫ 

○住宅・土地統計調査は標本調査であり、全体を推計したもので実数ではありません。 

○住宅・土地統計調査の値は端数処理してあるため、合計値と一致しない場合があります。 

○住宅・土地統計調査における住宅とは、一戸建の住宅やアパートのように完全に区画された建

物の一部で、一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるように建築又は改造されたも

のをいいます。 

（注：住宅数、空家数等の集計において、共同住宅や長屋建などは棟単位ではなく、室（戸）単

位で集計されます。） 

 

≪住宅・土地統計調査における住宅の建て方について≫ 

【一戸建】 

一つの建物が１住宅であるものです。 

【長屋建】 

二つ以上の住宅を一棟に建て連ねたもので、各住宅が壁を共通にし、それぞれ別々に外部

への出入口をもっているものです。いわゆるテラスハウスと呼ばれる住宅もここに含まれま

す。 

【共同住宅】 

一棟の中に二つ以上の住宅があり、廊下・階段などを共用しているものや二つ以上の住宅

を重ねて建てたものです。１階が商店で、２階以上に二つ以上の住宅がある場合も共同住宅

としています。 

【その他】 

上記のどれにも当てはまらないもので、例えば、工場や事務所などの一部が住宅となって

いるような場合です。 

 

≪住宅・土地統計調査における空家について≫ 
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２）住宅の建築時期 

住宅・土地統計調査から、居住世帯のある住宅について、建築時期別の建て方をみ

ると、昭和５５年以前は一戸建が多くを占めており、１１,８７０戸となっています。

昭和５６年以降は、共同住宅の供給も増え、１０年の区分毎に、２５,０００戸以上の

住宅が供給されています。 

昭和５５年以前の建築物は旧耐震基準と考えられ、耐震性能が低いとされています。

今後、これらの建築物が安全面に対する不安感等から利用されず、新たな空家等の発

生（以下「空家化 P112」という。）が懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年住宅・土地統計調査 

 

※：建築基準法の改正があった昭和５６年６月１日以降に新築工事に着手した建築物を「新耐震

基準」、それ以前（昭和５６年５月３１日）に新築工事に着手した建築物を「旧耐震基準」と

いいます。 
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図２-4 建築時期別の住宅の建て方 
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３）世帯主の年齢区分別居住形態 

住宅・土地統計調査から、世帯主の年齢区分別の住宅の建て方をみると、世帯主が

３４歳まででは、共同住宅が一戸建を上回っていますが、世帯主が３５歳以上になる

と一戸建の方が多くなっています。特に世帯主が６５歳以上では一戸建の３５,３９０

戸と、共同住宅の１６,１９０戸の間に２倍以上の開きがあります。 

今後、世帯主がさらに高齢化していくことで、空家化が懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年住宅・土地統計調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年住宅・土地統計調査 

※：割合は端数を四捨五入しているため、合計が１００％とならない場合があります。 
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図２-5 世帯主の年齢区分別の住宅の建て方 

図２-6 世帯主の年齢区分別の住宅の建て方の割合 
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４）高齢単身世帯 P114の状況 

住宅・土地統計調査から、主世帯 P115 総数における高齢単身世帯の割合をみると、

６５歳以上の単身世帯は主世帯総数の１０.５％、そのうち７５歳以上の単身世帯は主

世帯総数の６.２％を占めています。（図２-7） 

高齢単身世帯の居住する住宅の建て方別割合をみると、７５歳以上の高齢単身世帯

では、一戸建に居住する割合が５７.４％となっており、主世帯総数の５３.３％より高

くなっています。（図２-8） 

今後、高齢化の進行に伴い、高齢単身世帯も増加することが予測されることから、

空家化が懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年住宅・土地統計調査 

※：「６５歳以上の単身世帯」には「７５歳以上の単身世帯」を含みます。 

※：割合は端数を四捨五入しているため、合計が１００％とならない場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年住宅・土地統計調査 

※：「６５歳以上の単身世帯」には「７５歳以上の単身世帯」を含みます。 

※：割合は端数を四捨五入しているため、合計が１００％とならない場合があります。  
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図２-7 高齢単身世帯の割合 

図２-8 高齢単身世帯の住宅の建て方の割合 
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５）空家数・空家率の推移 

空家率（総住宅数に占める空家の割合）の状況をみると、全国的に空家率は増加し

ていますが、埼玉県の空家率は下降傾向にあり、令和５年の空家率９.３%は全国で最

も低い数値でした。 

本市の空家数・空家率においても平成２５年までは増加傾向でしたが、住宅総数の

増加や、平成２７年の空家法の施行、平成３０年度に策定した越谷市空家等対策計画

に基づく空家等対策の実施等により、減少傾向に転じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年住宅・土地統計調査 
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本市の空家数（９,５７０戸）は、さいたま市、川口市、川越市、草加市、所沢市、

熊谷市に次いで、埼玉県内で７番目に多くなっていますが、空家率（６.２２％）でみ

ると、志木市、八潮市に次いで埼玉県内で３番目に低い状況になっています。 

 

表２-1 埼玉県内各市町との比較 

自治体名 
住宅総数 

（戸） 

空家数 

（戸） 
空家率 

空家率 

県内順位 

さいたま市 656,300  56,500  8.61% 35 位 

川口市 296,310  24,410  8.24% 38 位 

川越市 171,970  15,840  9.21% 30 位 

所沢市 170,530  14,420  8.46% 37 位 

越谷市 153,770  9,570  6.22% 51 位 

草加市 129,750  14,940  11.51% 17 位 

春日部市 106,040  6,660  6.28% 50 位 

熊谷市 94,320  13,730  14.56% 3 位 

三郷市 69,370  6,870  9.90% 26 位 

八潮市 46,240  2,460  5.32% 52 位 

志木市 35,040  1,830  5.22% 53 位 

吉川市 30,990  2,670  8.62% 34 位 

秩父市 29,200  5,910  20.24% １位 

松伏町 11,680  740  6.34% 49 位 

※：埼玉県内対象５３市町（人口１万５千人未満の１０町村は住宅・土地統計調査の対象外） 
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空き地（更地）

203 件

5.0%

居住確認

1,607 件

39.5%

空き家等

2,262 件

55.6%

２.２ 本市における空家等の実態 

（１） 令和６年度越谷市空家等実態調査の概要 

１）調査の概要 

市内に存在する空家等の実態を把握するため、令和 6 年度に空家等実態調査を実施

しました。 

 

＜一次調査＞（机上調査） 

本市が保有する空家等情報データ及び令和６年度家屋地番順リスト、越谷・松伏水

道企業団が保有する水道情報データに加えて、受注者が保有する空家等情報データ等

を整理し、空家等の可能性が高い建築物として４,０７２件を抽出しました。 

 

＜二次調査＞（現地調査） 

一次調査で抽出した４,０７２件を対象に、令和６年９月２日から令和６年１１月６

日にかけて、敷地外からの外観目視調査を実施し、建築物等の状況や居住実態を確認

しました。調査の結果、空き地（更地）、居住を確認できた建築物、それらを差し引い

た「空家等の可能性が高い建築物」は２,２６２件として判定しました。 

 

表２-2 二次調査の実施結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

図２-10 二次調査結果の種別割合 

資料：令和 6 年度越谷市空家等実態調査 

結果の内訳 件数 

①調査対象件数 4,072 

②空き地（更地）件数    203 

③居住確認件数 1,607 

④空き家等の可能性が高い建築物件数 
2,262 

（①-②-③） 
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図２-11 二次調査による空家等分布図 

資料：令和 6 年度越谷市空家等実態調査 
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＜所有者意向調査（アンケート調査）＞ 

二次調査の結果より、空家等の可能性が高い建築物２,２６２件の所有者等に対し、

対象建築物の利用状況や維持管理及び今後の意向などに関する所有者意向調査を実施

しました。所有者等が複数いる場合には、それぞれの所有者等を対象とし、所有者等

が海外在住の場合や、登記事項証明書から所有者等の住所が特定できない場合は送付

除外とした結果、総発送件数２,２６４件になりました。複数の空家等を持つ所有者等

に対しては、建築物ごとに調査票を作成し、一通の封筒で送付した結果、封筒発送数

は２,１４１件になりました。 

所有者等から回答があった件数は 914 件、また、発送した宛先に届かない未送達

（郵便戻り）となった件数は 400 件となりました。 

未送達は 400 件であったことから、多くの建築物等が所有権移転や住所変更等の

適切な登記がされておらず、登記事項証明書だけでは所有者等を調査することが困難

であることが判明しました。 

 

・期 間： 令和６年 12 月 13 日～12 月 27 日 

・対 象： 空家等の可能性が高い建築物の登記事項証明書に記載された所

有者等（所有者等の住所が、空家等の可能性が高い建築物の所

在地と同一であり、家屋地番順リストに納税管理人が記載され

ている場合は、納税管理人に調査票を送付） 

・方 法： 郵送による調査票の依頼・回答（電子申請でも受付） 

・回答率： 49.0％（依頼数 2,264、回答数 914） 

 

表２-3 アンケート対象件数と回答数 

アンケート発送の種別 件数 回答数 未送達 

空家等の可能性が高い件数 ２,２６２件 
９１４件 

（４９.０％） 

４００件 

（１７．７％） 
総発送件数 ２,２６４件 

封筒発送数 ２,１４１件 

資料：令和６年度越谷市空家等実態調査 

 

※：令和 6 年度越谷市空家等実態調査において空家等と判定した件数は、調査方法や対象が

異なることから、令和５年住宅・土地統計調査における空家の件数とは異なります。 

※：建物と土地で所有者等が異なる場合や、又は当該の土地建物の所有者等が存在する場

合、すべての所有者等に調査票を発送しています。 

※：回答には電子申請も含みます。 
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（２） 令和６年度越谷市空家等実態調査の結果 

１）不良度ランク別空家等状況【二次調査結果より】 

二次調査の結果、空家等の可能性が高い建築物と判断した２,２６２件について不良

度判定を行いました。建物の基礎、外壁、柱、屋根などの損傷具合から点数化とラン

ク付けを行い、A・B・C・D 及び目視不可に分類しました。 

 

表２-4 老朽度・危険度ランク 

ランク 判定内容 点数 

Ａ 小規模の修繕による再利用が可能 0～39点 

Ｂ 管理が行き届いていないが、当面の危険性は少ない 40～69点 

Ｃ 管理が行き届いておらず、損傷が激しい 70～99点 

Ｄ 倒壊の危険性があり、修繕や解体などの緊急度が高い 100点以上 
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不良度判定の結果、市内の 2,070 件（全体の 91.5％）の空家等は、ランク A の

小規模な修繕による再利用が可能な建築物と判定され、多くの建築物が利活用可能と

判断されます。 

一方、適正な管理が行われないまま放置されると、地域住民の生活環境に悪影響及

ぼしたり、空家等に起因する犯罪のリスクが高まるおそれがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-12 不良度ランク別空家等分布図 

資料：令和６年度越谷市空家等実態調査  

凡例 

空家等の可能性が高い建物 

不良度ランク別 

 ●  Aランク    2,070件 

 ●  B ランク      125件 

 ●  C ランク       36件 

 ●  Dランク        6件 

 ●  目視不可      25件 
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２）発送先住所【アンケート調査より】 

アンケート調査の対象とした発送先住所をみると、越谷市内の割合が最も高く  

６２.６％を占めており、その他では埼玉県内（越谷市外）が１３.３％、県外は 24.1％

となっています。 

 

表２-5 発送先住所 

発送先住所 
件数 割合 

  県内外別  県内外別 

埼玉県 
越谷市内 1,340 

１,６２５ 
62.6% 

75.9% 
越谷市外 285 13.3% 

県外 

関東地方 

東京都 307 

516 

14.3% 

２４．１％ 

神奈川県 56 2.6% 

千葉県 54 2.5% 

茨城県 15 0.7% 

栃木県 11 0.5% 

群馬県 5 0.2% 

中部地方 21 1.0% 

近畿地方 16 0.7% 

東北地方 10 0.5% 

九州地方 10 0.5% 

北海道地方 8 0.4% 

中国地方 3 0.1% 

計 2,141 100.0% 
資料：令和６年度越谷市空家等実態調査 

※：割合は端数を四捨五入しているため、合計が１００％とならない場合があります。 
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３）所有者等のアンケート調査の集計結果（抜粋） 

●建物所有者の年齢（問３） 

「⑥７０～７９歳」が 25.1%と最も多く、次いで「⑤６０～６９歳」が 20.0%、

「⑦８０歳以上」が 19.9%となっています。 

所有者等の高齢化に伴い、今後、適正な管理ができていない空家等の増加が懸念さ

れます。 

 

表２-6 建物所有者の年齢 

【問３】建物の「所有者」の年齢についてお尋ねします。（１つだけに○） 回答数 割合 

①２９歳以下 3件 0.3% 

②３０～３９歳 13件 1.5% 

③４０～４９歳 50件 5.7% 

④５０～５９歳 146 件 16.7% 

⑤６０～６９歳 175 件 20.0% 

⑥７０～７９歳 220 件 25.1% 

⑦８０歳以上 174 件 19.9% 

⑧法人所有 52件 5.9% 

⑨すでに亡くなっている 39件 4.5% 

⑩わからない 3件 0.3% 

計 875 件 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-13 建物所有者の年齢 

資料：令和６年度越谷市空家等実態調査 

3件

0.3% 13件

1.5%
50件

5.7%

146件

16.7%

175件

20.0%

220件

25.1%

174件

19.9%

52件

5.9%

39件

4.5%

3件

0.3%
①２９歳以下

②３０～３９歳

③４０～４９歳

④５０～５９歳

⑤６０～６９歳

⑥７０～７９歳

⑦８０歳以上

⑧法人所有

⑨すでに亡くなっている

⑩わからない
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■利用状況について 

●建物の今後の所有状況（問７） 

「➀売却したい」「②賃貸として活用したい」が計４８.7%と多い一方で、「⑤特に

考えていない」「⑥どうしてよいかわからない」が計１５.６%となっています。 

空家等を活用・流通させるための仕組みづくりが求められます。 

 

表２-7 建物の今後の所有状況 

【問７】今後の所有状況についてお尋ねします。（複数選択可） 回答数 割合 

①売却したい 160 件 38.4% 

②賃貸として活用したい 43件 10.3% 

③引き続き所有する 74件 17.7% 

④子どもや親に居住してほしい 16件 3.8% 

⑤特に考えていない 30件 7.2% 

⑥どうしてよいかわからない 35件 8.4% 

⑦その他 59件 14.1% 

計 417 件 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-14 建物の今後の所有状況 

資料：令和６年度越谷市空家等実態調査 

 

＜その他内容＞ 

 

 

 

 

160件

38.4%

43件

10.3%

74件

17.7%

16件

3.8%

30件

7.2%

35件

8.4%

59件

14.1%
①売却したい

②賃貸として活用したい

③引き続き所有する

④子どもや親に居住してほしい

⑤特に考えていない

⑥どうしてよいかわからない

⑦その他

・ また戻って住みたい      ・ 解体予定 

・ 解体後、駐車場として利用   ・ 所有者が認知症のため、売却等ができない 

・ 協議中、売却中        ・ 所有者が亡くなったら相続する  など 
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■管理状況について 

●建物の維持管理状況（問８） 

「④売買や賃貸の予定はなく、自分で管理をしている」が２６.６%と最も多く、次

いで「①不動産仲介業者等に依頼している」と「⑤特に何もしていない」が２３.１%、

「⑥その他」が１４.２%となっています。 

 今後、所有者等の高齢化に伴い、適正な管理ができていない空家等の増加が懸念さ

れます。 

 

表２-8 建物の維持管理状況 

【問８】以下の中で行っていることがあればお答えください。（１つだけに○）   回答数 割合 

①不動産仲介業者等に依頼している 80件 23.1% 

②安心できる不動産仲介業者等を探している 41件 11.8% 

③自分（法人も含む）で購入・入居者を募集している 4件 1.2% 

④売買や賃貸の予定はなく、自分で管理をしている 92件 26.6% 

⑤特に何もしていない 80件 23.1% 

⑥その他 49件 14.2% 

計 346 件 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-15 建物の維持管理状況 
資料：令和６年度越谷市空家等実態調査 
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①不動産仲介業者等に依頼している

②安心できる不動産仲介業者等を探してい

る

③自分（法人も含む）で購入・入居者を募集

している

④売買や賃貸の予定はなく、自分で管理を

している

⑤特に何もしていない

⑥その他
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●建物の維持管理者（問９） 

「➀自分」が 74.2%と最も多く、次いで「②知人、親戚等」が 8.5%、「④その

他」が 6.2%、などとなっています。 

 

表２-9 建物の維持管理者 

【問９】維持管理は、主にどなたが行っていますか？（１つだけに○） 回答数 割合 

①自分⇒【問１０】へ 262 件 74.2% 

②知人、親戚等⇒【問１０】へ 30件 8.5% 

③専門業者等⇒【問１０】へ 18件 5.1% 

④その他⇒【問１０】へ 22件 6.2% 

⑤維持管理はしていない 21件 5.9% 

計 353 件 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-16 建物の維持管理者 
資料：令和６年度越谷市空家等実態調査 
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30件
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①自分⇒【問１０】へ

②知人、親戚等⇒【問１０】へ

③専門業者等⇒【問１０】へ

④その他⇒【問１０】へ

⑤維持管理はしていない
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●維持管理について困っていること（問１２） 

「⑥特になし」が 34.6%と最も多く、次いで「①管理の手間が大変」が 22.5%、

「④現住所から対象地までの距離が遠い」が 17.4%となっています。 

所有者等の高齢化や遠方に居住しているなどの理由に伴い、今後、適正な管理がで

きていない空家等の増加が懸念されます。 

 

表２-10 維持管理について困っていること 

【問１２】維持管理について、お困りなことはありますか？（複数選択可） 回答数 割合 

①管理の手間が大変 97件 22.5% 

②管理の委託料が高い 16件 3.7% 

③身体的・年齢的に大変 60件 13.9% 

④現住所から対象地までの距離が遠い 75件 17.4% 

⑤管理を頼める相手を探すのが困難 10件 2.3% 

⑥特になし 149 件 34.6% 

⑦その他  24件 5.6% 

計 431件 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-17 維持管理について困っていること 

資料：令和６年度越谷市空家等実態調査 
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●今後の利活用について困っていること（問１３）（複数選択可） 

「⑧特になし」が２５.４%と最も多く、次いで「⑦動産（建物の中に残っている

家財等）を処分しなければならない」が１６.３%となっています。また、相続等に

伴う不動産の権利が阻害要因となっている所有者等がいることもわかります。 

 

表２-11 今後の利活用について困っていること 

【問１３】今後の利活用について、お困りなことはありますか？（複数選択可）    回答数 割合 

①解体費や修繕費がない 51件 10.6% 

②解体すると固定資産税が上がる 53件 11.0% 

③賃貸や売却先を募集しているが、借り手や買い手が見つからない 30件 6.3% 

④賃貸や売却を行いたいが、どうすればよいかわからない 43件 9.0% 

⑤相続について、権利の整理等ができていない 22件 4.6% 

⑥相続はしているが、他の共有所有者との意見の相違がある 5件 1.0% 

⑦動産（建物の中に残っている家財等）を処分しなければならない 78件 16.3% 

⑧特になし 122 件 25.4% 

⑨利活用するつもりはない 28件 5.8% 

⑩その他 48件 10.0% 

計 480 件 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-18 今後の利活用について困っていること 
資料：令和６年度越谷市空家等実態調査 
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●空家等を「有効活用」するために必要なこと（問１４）（複数選択可） 

「⑤空家等の有効活用は考えていない」が２６.０%と最も多く、次いで「①リフ

ォームに対する支援」が１６.５%、「②空家等の有効活用に関する情報提供」が  

１６.３%となっています。 

このように、有効活用を考えていない所有者等が多いことから、今後、適正な管理

ができていない空家等の増加が懸念されます。 

また、空家等の活用・流通に向けた動機付けが図られる仕組みづくりが求められま

す。 

 

表２-12 空家等を「有効活用」するために必要なこと 

【問１４】あなたの空家等を「有効活用」するためには、どんなことが必要だと

考えますか？（複数選択可） 
回答数 割合 

①リフォームに対する支援 73件 16.5% 

②空家等の有効活用に関する情報提供 72件 16.3% 

③公的な機関による借り上げ制度 61件 13.8% 

④不動産仲介業者等への紹介 66件 14.9% 

⑤空家等の有効活用は考えていない 115 件 26.0% 

⑥その他 55件 12.4% 

計 442 件 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-19 空家等の「有効活用」するために必要なこと 
資料：令和６年度越谷市空家等実態調査 
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（３） 平成２９年度空家等実態把握調査との比較 

平成２９年度に実施した空家等の実態把握調査において、空家等の可能性が高い建

築物は２,０５０件でした。そのうち、今回の実態調査（一次調査・二次調査）を経て

空家等の可能性が高い状態が継続していると確認できた建築物は７００件であり、 

１,３５０件が空家等の可能性が高い状態を改善しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-20 平成２９年空家等実態把握調査での空家等の可能性が 

高い建築物 2,050 件の今回調査時点での状況 

令和６年度越谷市空家等実態調査  

凡例 

 ●  空家等の可能性が高い状態が継続   700件 

 ●  空家等の可能性が高い状態が改善 1,350件 

      13地区 
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桜井

増林

大相模

川柳

大沢

大袋

荻島

越ヶ谷

出羽

新方

南越谷

0km 1km 2km

蒲生

北越谷

今回の調査により把握した空家等の可能性が高い建築物２,２６２件のうち、   

１,５６２件を新たに空家等の可能性が高い建築物として把握しました。 

 空家等の可能性が高い建築物は、状態が継続するものより、改善または新たに発生

するものの方が多く、状況が常に動いていることがうかがえます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-21 令和６年調査で把握した空家等の可能性が高い建築物の分布状況 

令和６年度越谷市空家等実態調査 

  

凡例 

 ●  空家等の可能性が高い状態が継続    700件 

 ●  新たに把握した空家等の可能性が   1,562件 

     高い建築物 

       13地区 
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（４） 人口統計による分析 

１）人口密度と空家等の分布 

東武スカイツリーライン沿線を中心に古くからの市街地が形成され、建築物が集積

している地区（桜井地区、大袋地区、大沢地区、北越谷地区、越ヶ谷地区、蒲生地区）

に多く分布しています。ＪＲ武蔵野線の越谷レイクタウン駅周辺は、人口密度が高い

地区ではありますが、近年開発された街であることから空家等の可能性が高い建築物

が少ないものといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-22 人口密度と空家等の可能性が高い建築物分布図  
令和６年度越谷市空家等実態調査  

凡例 

● 空家等の可能性が高い建物  

人口密度 

     1,000 人未満 

     1,000 人以上 2,000 人未満 

     2,000 人以上 3,000 人未満 

     3,000 人以上 4,000 人未満 

     4,000 人以上 
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２）高齢者 P113割合による空家等の分布 

大袋地区、桜井地区など市北部においても高齢者割合が比較的高く、また空家等の

可能性が高い建築物が多くみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-23 高齢者割合と空家等の可能性が高い建築物分布図 

令和６年度越谷市空家等実態調査  

凡例 

● 空家等の可能性が高い建物 

高齢者割合 

     10%未満 

      10%以上 30%未満 

      30%以上 50%未満 

      50%以上 
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（５） 目標指標の検証 

平成 31 年 3 月策定の本計画の目標指標について、検証を行いました。 

表２-13 目標指標に対する達成状況 

指標 

番号 
指標名 指標の説明 

計画目標 

〈令和７年度〉 

達成状況 

〈令和８年１月末まで〉 

１ 

情報の周知及

び関心の向上 

空家等に関する情

報のホームページ

閲覧回数 

１０,０００回／年以上 

（掲載情報） 

本計画に基づく、適正管理

対策、予防対策、活用・流

通対策等に関すること 

【評価○】 

越谷市公式ホームページ内の「空家等

対策」の閲覧回数は１６,８３６回（令

和６年度）でした。 

 

２ 

地域住民や 

各種団体との

連携体制の 

構築 

地域住民や自治会

及び各種団体と連

携した、情報共有

等の仕組みの整備

状況 

自治会や各種団体と空家

等に係る情報を共有し、適

正管理対策、予防対策、活

用・流通対策における所有

者等の取組を支援できる

連携体制の構築 

【評価○】 

これまでに以下の５団体と連携体制

を構築し、空家等の適正管理や活用に

おける支援を行ました。 

・埼玉県宅地建物取引業協会越谷支部 

・シルバー人材センター 

・早稲田大学 

リサーチイノベーションセンター 

・大里東自治会 

・ポラスグループ 

３ 

相談窓口の 

整備 

空家等に関する相

談窓口の整備状況 

総合的な相談窓口を設け、

各担当課所や各種団体等

と連携した多角的な専門

窓口の開設及び運用 

【評価〇】 

建築住宅課を総合的な相談窓口とし

て設置し、各担当課所との連携及び情

報共有化を図るとともに、多岐にわた

る空家問題の相談窓口として、「埼玉

県宅地建物取引業協会越谷支部」と連

携した相談会を実施しました。 

４ 

除却等及び 

活用の促進 

空家等の除却等及

び活用の促進に関

する仕組みの整備

状況 

特定空家等の除却等の促

進や空家等の活用の促進

に関する仕組みを整備 

【評価○】 

令和 4 年度から「越谷市空家等対策推

進事業費補助金」による補助事業を開

始し、令和８年１月までに、１７件の

特定空家等の除却に至りました。 

また、空家等の改修工事費補助金の実

績が 1 件と少ないため、活用の促進に

関する仕組みの整備が必要です。 

５ 

空 家 バ ン ク
P113

の充実 

空家バンクの運営

体制及び登録が可

能な対象者 

市が窓口となり、各種団体

等と連携した多角的な運

営により、貸したい・売り

たい方に加え、借りたい・

買いたい方が登録対象 

【評価△】 

令和２年８月より空家バンクの運用

を開始し、令和８年１月までに登録

17 件、成約１７件となりました。マ

ッチング率は非常に高いものの、登録

件数の増加が必要です。 

平成３１年３月に策定した空家等対策計画に基づいた取り組みは成果を上げている

と思われるため、今後も現在行っている取り組みを継続しつつ、空家等対策を行ってい

く中での新たな課題等について、各種対策を推進していきます。 
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２.３ 空家等に対する本市のこれまでの取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H30 

年度 

H31 

R1 

年度 

 

R2 

年度 

R3 

年度 

対策 ・埼玉県宅地建物取引業協会越谷支部による「空家 

相談」の開始（４月） 

実施 

・「相続対策に関する出張講座」の実施（10 月・2 月） 
・埼玉県宅地建物取引業協会越谷支部への情報提供の開始（７月） 

・財産管理制度による相続財産清算人選任の申し立ての実施 

【以後も毎年実施】 

・納税通知書への啓発チラシを同封【以後も毎年実施】 

協定 
 

・「越谷市空家等の適正な管理の促進に関する協定」を 

シルバー人材センターとの締結（11 月） 

対策 
・社会福祉協議会の「あんしんノート」の活用周知（11 月） 

・市外居住の建物所有者への啓発チラシの送付（12 月・1 月） 

実施 
・「越谷市空家バンク」の運用開始（８月） 
・「ふるさと納税に伴う謝礼品贈呈事業に 
関する協定」をシルバー人材センターと締結 
（９月） 

・空家等の見回りサービスの開始（10 月） 
 (ふるさと納税に伴う謝礼品) 

法令 
 

・「越谷市空家等対策協議会条例」施行（７月） 

 

対策 
・「越谷市空家対策庁内連絡調整会議」設置 （6 月） 

・「越谷市空き家管理システム P112」を導入（10 月） 

実施 
・「越谷市空家等対策計画」策定（３月） 

・固定資産税の納税通知書による建物所有者への啓発実施 

【以後も毎年実施】 

協定 
 

・「越谷市空家等対策事業の実施に関する協定」を 

埼玉県宅地建物取引業協会越谷支部と締結（２月） 

 

 

法令 ・空家法基本指針及び特定空家等ガイドラインの改正（６月） 

対策 
 

・「おくやみハンドブック P113」へ空家等に関する情報の掲載 

実施 
 

・「終活セミナーP114」の開催【以後も毎年実施】 

・「住まいの終活ノート P116」の作成（3 月） 

・「越谷市空家等対策推進事業費補助金交付要綱」 

の制定（３月） 
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R4 

年度 

R5 

年度 

R6 

年度 

実施 
 

・「住まいの終活ノート」の配布の実施（４月） 

・「住まいの終活ノート」を用いた 

出張講座等の開催（６月・11 月） 

・「越谷市空家等対策推進事業費補助金」による 

 補助事業の開始（4 月） 

・「越谷市空家等対策推進事業費補助金」による 

特定空家等の除却 

 

法令 

・「越谷市空家等の適正管理に関する条例」 一部改正 

（４月） 
・「空家等対策の推進に関する特別措置法」 一部改正 
（12 月） 

・空家法基本指針・管理不全空家等及び 

特定空家等ガイドラインの改正（12 月） 

実施 

・空家条例に基づく「軽微な措置」及び 

「緊急安全措置」の実施【以後も毎年実施】 

・埼玉県東南部都市連絡調整会議 

空家等対策専門部会の開催（10 月～12 月） 

対策 
・空家法の一部改正や民法の一部改正に伴う 

相続登記の周知（12 月） 

・市外居住の建物所有者への啓発チラシの送付（12 月） 

法令 
・民法の一部改正（４月） 

（相続登記申請の義務化） 

実施 

・「越谷市空家等実態調査」の実施 

・空家法に基づく「管理不全空家等」の 
認定及び所有者等への指導の実施 

・国土交通省「令和６年度空き家対策モデル事業 P112」 

の実施 

・「住まいの終活ノート」 一部改正（10 月） 

対策 ・相続登記の義務化の周知（４月） 

 

 

・「越谷市空家等対策に係る産官学民の連携協力に関する協定」 

を早稲田大学リサーチイノベーションセンター、大里東自治 

会及びポラスグループと締結（７月） 

 

協定 
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＜空家条例に基づく取組＞ 

空家条例第７条に基づき、空家等が管理不全な状態であると認めるときは、その所

有者等に対し、その適正な管理を行うための必要な措置について、助言又は指導を実

施しています。（P43 表２-14） 

また、空家条例第８条に基づき、空家等が管理不全な状態にあり、周辺の生活環境

に与える悪影響の軽減を図ることができると認めるときは、軽微な措置を実施してい

ます。（P43 表２-15） 

さらに、空家条例第９条に基づき、空家等の管理不全な状態に起因して人の生命、

身体又は財産に危害が及ぶおそれがあり、緊急を要するためその所有者等が必要な措

置を講ずる時間的余裕がないと認めるときは、危害を避けるために必要な最小限度の

措置として、「緊急安全措置」※を実施しています。（P43 表２-15） 

※緊急安全措置（空家条例一部改正（令和５年４月施行）前：応急措置） 

令和５年４月から措置の対象を、所有者等が確知できない場合から、所有者等の存

在・不存在にかかわらず、すべての空家等に拡大し、名称を「応急措置」から「緊急

安全措置」に改正 

 

＜空家法に基づく取組＞ 

地域住民の生活環境に与える影響が特に大きい空家等について、平成２９年度から

空家法第２条第２項に基づく「特定空家等」に認定し、その所有者等に対し助言又は

指導を実施しています。（P43 表２-16） 

また、令和６年度からは、同法第１３条第１項に基づき、そのまま放置すれば「特

定空家等」に該当するおそれのある状態にあると認められる空家等を「管理不全空家

等」に認定し、その所有者等に対し、指導を実施しています。（P43 表２-17） 

 

＜連携協定に基づく取組＞ 

（公財）埼玉県宅地建物取引業協会越谷支部との「越谷市空家等対策事業の実施に

関する協定」に基づき、空家等の活用や流通を促進するため、「空き家相談」を実施す

るとともに、令和２年度には、「越谷市空家バンク」を設置し、空家等の利用希望者利

用希望者とのマッチングを行っています。（P44 表２-18） 

 

＜その他の取組＞ 

令和６年度に「越谷市空家等実態調査」を行い、市内における空家等の件数や分布

状況等を把握するとともに、空家等の所有者等に対し、アンケート調査を行い、本市

における建築物の利用状況や維持管理・活用などに関する意向について把握しまし

た。 

相続人の存在、不存在が明らかでないことにより、空家等の適正な管理のために必

要があると認めた場合は、相続財産清算人選任の申立てを行いました。（P44 表

２-19） 

周辺住環境の向上や生活環境の保全を図るため、除却工事費の一部を補助すること

により、「特定空家等」の除却に至っています。（P44 表２-20） 
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【適正管理の促進における取り組み件数】 

 

表２-14 空家条例の措置状況（年度別）                 （件） 

年度 相談等受付 助言または指導 

平成 30 136 59 

令和元 93 34 

令和 2 66 27 

令和 3 82 42 

令和 4 93 50 

令和 5 119 52 

令和 6 114 72 

合計 703 336 

 

表２-15 空家条例に基づく軽微な措置及び緊急安全措置の実施状況（年度別） （件） 

年度 平成 30 令和元 令和 2 令和 3 令和４ 令和５ 令和 6 計 

軽微な措置      18 8 26 

緊急安全措置※ 2 2 2 2 3 1 2 14 

※令和４年度までは応急措置の件数 

 

表２-16 特定空家等の認定及び措置状況（年度別）             （件） 

年度 認定 
助言又は 

指導 
勧告 

命令に係る 

事前通知 
改善 

～平成 30 58 58 2 0 19 

令和元 29 29 0 1 5 

令和 2 7 7 2 0 16 

令和 3 8 8 2 0 14 

令和 4 3 3 0 0 15 

令和 5 5 5 0 0 9 

令和 6 9 9 3 0 9 

合計 119 119 9 1 87 

 

表２-17 管理不全空家等の認定及び措置状況（年度別）    （件） 

年度 認定 指導 勧告 改善 

令和 5 0 0 0 0 

令和 6 11 11 0 0 

合計 11 11 0 0 

 

  



越谷市空家等対策計画 

44 

 

表２-18 越谷市空家バンク登録及び成約件数（年度別）           （件） 

年度 平成 30 令和元 令和 2 令和 3 令和４ 令和５ 令和 6 計 

登録件数   3 3 1 5 5 17  

成約件数   0 6 1 3 6 16※ 

※【内訳】賃貸：3 件 売却：13 件 

※令和２年８月から運用開始 

表２-19 相続財産清算人選任の申立て件数（年度別）            （件） 

年度 平成 30 令和元 令和 2 令和 3 令和４ 令和５ 令和 6 計 

申立て件数  1 1 1 2 2 1 8 

 

表２-20 補助事業による特定空家等の除却件数（年度別）          （件） 

年度 平成 30 令和元 令和 2 令和 3 令和４ 令和５ 令和 6 計 

除却件数     4 5 5 14 

※令和４年度から補助事業開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆制度紹介 相続財産清算制度（民法第 952 条第 1 項） 

相続人の存在、不存在が明らかでないとき（相続人全員が相続放棄をして、結果とし

て相続する者がいなくなった場合も含まれる。）には、利害関係人等は、家庭裁判所

に、相続財産の清算人の選任の申立てができるものです。 

相続財産清算人は、被相続人（亡くなった方）の債権者等に対して被相続人の債務を

支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。 

※空家法（第 14 条第 1 項）（空家等の管理に関する民法の特例） 

市町村長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、

家庭裁判所に対し、民法第 25 条第 1 項の規定による命令又は同法第 952 条第 1 項

の規定による相続財産の清算人の選任の請求をすることができる。 

 

◆法令紹介 民法等の一部改正（令和 3 年 4 月公布） 

① 相続登記申請の義務化（令和 6 年 4 月施行）（不動産登記法第 76 条の 2） 

相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から

3 年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなりました。また、令和 6 年

4 月 1 日以前の相続でも、不動産の相続登記がされていないものは、申請義務が生じ

ます。 

② 竹木の枝の切除及び根の切取り（令和 5 年 4 月施行）（民法第２３３条第 3 項） 

 次のいずれかの場合には、土地の所有者は、その枝を切り取ることができるとされま

した。 

（1）竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当

の期間内に切除しないとき。 

（2）竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。 

（3）急迫の事情があるとき。 
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２.４ 空家等の課題 

本市では、空家等の「適正管理の促進」「発生の予防・抑制」「活用・流通の促進」

の３つ基本的な方針に基づく施策を実施することにより、空家等対策に取り組んでき

ました。 

その結果、一定の成果を挙げているため、引き続き、３つの基本的な方針に基づき

施策を実施するとともに、本市の空家等の現状や所有者等意向調査の結果等を踏まえ、

再度、課題を次のように整理します。 

 

 

 

 

 

   

     

建築物の状態 

 
 

     

特定空家等 管理不全空家等 空家等 管理不全な状態 

 

基本的な方針の枠組み 

 

 

 

居住中の家屋 空家等の跡地 

（2） 

予防・抑制 

対策 

図 ２-24 建築物の状態と基本的な方針の枠組み 

（１）適正管理対策 

（３）活用・流通対策 
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（１） 空家等の適正管理の促進に係る課題 

１）適正な管理が行われていない空家等の放置 

適正な管理が行われていない空家等は、安全性の低下や公衆衛生の悪化、景観の阻

害、動物の棲みつきなど、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があります。 

また、空家等に起因する犯罪のリスクが高まるおそれがあります。 

そのため、適正な管理が行われていない空家等の所有者等に対して、適正な管理に

向けた指導などが求められます。 

 

２）所有者等の高齢化・遠方に居住 

空家等については、所有者等が高齢である、または遠方に居住しているなどの理由

で、適正な管理ができていない場合があるため、引き続き、こうした空家等の管理に

対する支援などが求められます。 

 

３）問題の解決が困難な事案への対応 

建築基準法などの法令の規定に適合していない敷地において、建替等が困難である

ため、適正な管理ができていない場合があります。 

また、所有者等が不明であるため、適正な管理に向けた指導を行うことができない

空家等があります。 

このように問題の解決が困難な事案に対し、専門的な支援が求められます。 

 

（２） 空家等の発生の予防・抑制に係る課題 

１）少子高齢化 P115等による空家等の増加 

人口減少や少子高齢化の進行とともに、相続や高齢単身世帯の施設入所などの理由

から、今後も空家等が増加していく可能性があります。 

また、相続登記 P116の未了等により、所有者等の特定が困難である空家等の増加

も併せて懸念されます。 

そのため、空家等になる前の段階から、建築物の管理や相続登記について、所有者

等の意識を高める取組が求められます。 

 

２）空家化しやすい建築物への対応 

老朽化した建築物や旧耐震基準のままの建築物は、新築のものに比べて安心・快適

に住むことができず、空家等になりやすいことから、流通に適した住宅として性能の

向上を促すとともに、そのための支援が求められます。 
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（３） 空家等の活用・流通の促進に係る課題 

１）権利の複雑化・相続登記の未了 

相続等に伴い不動産の権利が複雑化している場合や、適切に相続登記が行われてい

ないなど、権利が阻害要因となり、空家等の活用・流通が進まない場合があります。 

専門家への相談の実施など、権利に関する阻害要因の解消に向けた支援が求められ

ます。 

 

２）空家等を活用・流通させるための仕組みづくり 

適正な管理が行われている空家等であるにもかかわらず、賃貸・売買に至らない事

例が市内でも見られます。所有者等の意向がわからないことや、借り手等とのマッチ

ングを行う場がないなど、空家等を活用・流通させるための仕組みには検討の余地が

あります。 

例えば、地域コミュニティ P116の場など、地域の需要に見合う場所として活用す

ることは、空家等を解消する上で有効な手段となります。地域や各種団体との連携

や、活用事例の周知など、空家等を貸したい人・借りたい人が情報交換を行って、活

用・流通に向けた動機付けが図られる仕組みづくりが求められます。 

 

３）空家等の跡地の有効活用 

空家等除却後の跡地の活用方法が分からないとする所有者等がみられるため、跡地

の活用方法について相談できる体制の構築など、専門的な支援が求められます。 

さらに、地域のコミュニティスペースとして活用するなど、空家等の跡地の活用に

関する取組が求められます。 
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 空家等は適正な管理が行われていないことにより、安全上、衛生上、景観上などに

おいて、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすことから、所有者等の第一義的な責任

を前提としつつ、所有者等への注意喚起や啓発等を行うことで適正な管理を促しま

す。 

 一方、既に適正な管理が行われていないことにより、地域住民の生活環境に悪影響

を及ぼしている空家等に対しては、空家法や空家条例に基づき、必要な措置をとるよ

う助言又は指導等をすることにより、状態の改善を図ります。 

 また、空家等の所有者不明問題に関する対策に取り組むとともに、防災・防犯対策

を促進するため、各種機関と連携を図ります。 

基本的な方針１  空家等の適正管理を促進します 

 

 本市の空家等の中には、所有者等が抱える様々な事情や法規制による支障などによ

り、活用や流通が進んでいない状況の空家等が見受けられます。 

 そのため、法律、不動産、建築、福祉などの幅広い分野の専門家やＮＰＯ等の各種

団体と連携し、引き続き所有者等からの相談又は所有者等に対する働きかけにより、

空家等の活用・流通の促進を図るとともに、活用・流通がしやすい仕組みを模索しま

す。 

基本的な方針３  空家等の活用・流通を促進します 

 

 現在、本市の人口は減少傾向にあり、今後も減少していく見通しとなっています。 

また、住宅の老朽化や所有者等の高齢化により、今後、さらなる空家等の増加が懸

念されます。 

そのため、空家等になる前の段階から、市民等への意識啓発、「住まいの終活」の

普及促進等による予防行動の促進や建築物の維持保全などにより、空家等の発生の予

防・抑制に取り組みます。 

基本的な方針２  空家等の発生を予防・抑制します 

第３章 空家等対策に関する基本的な方針 

 

本市における空家等の現状や課題を踏まえ、施策展開に向けた空家等対策に関する

基本的な方針を次の通りに定めます。 
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第４章 空家等対策に関する具体的な施策 
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第４章 空家等対策に関する具体的な施策 

 

空家等対策に関する基本的な方針を踏まえ、空家等対策に関する具体的な施策につ

いて、次の施策体系とします。 

 

   【基本的な方針】            【基本施策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-1 空家等対策に関する施策体系  

（１）空家等の流通の促進 

（２）空家等の多様な活用 

（３）跡地の活用促進 

基本的な方針３ 

空家等の活用・ 

流通を促進します 

（１）予防行動の促進 

（２）建築物の維持保全 

基本的な方針２ 

空家等の発生を 

予防・抑制します 

（２）適正管理のための支援 

（１）適正な管理が行われていない 

空家等への対応 

（３）解決が困難な事案への対応 

基本的な方針１ 

空家等の適正管理を 

促進します 
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【具体施策】 

1-（1）-1 
空家条例に基づく管理不全な状態
の空家等に対する措置の実施 

1-（1）-2 
空家法に基づく特定空家等・管
理不全空家等の認定 

1-（1）-3 
空家法に基づく特定空家等・管理
不全空家等に対する措置の実施 

1-（1）-4 
住宅用地に対する課税標準の 
特例の解除 

1-（1）-5 特定空家等の除却等の促進 1-（1）-6 所有者等の特定の効率化・迅速化 

1-（1）-7 防災・防犯対策の促進   
    

1-（2）-1 
状況に応じた適正な管理の 
注意喚起、啓発 1-（2）-2 管理代行等事業者の紹介 

1-（2）-3 
各種団体と連携した適正管理の 
促進 

  

    

1-（3）-1 所有者等が不明な空家等への対応 1-（3）-2 
その他解決が困難な空家等への

対応 
    

2-（1）-1 市民等への意識啓発 2-（1）-2 不動産所有者等への意識啓発 

2-（1）-3 相続人等への情報提供 2-（1）-4 「住まいの終活」の普及促進 

2-（1）-5 住みかえに関する仕組みの周知 2-（1）-6 相続登記の申請義務化の周知 

2-（1）-7 成年後見制度の周知 2-（1）-8 信託制度の周知 

2-（1）-9 
住まいに関する各種相談窓口等 
の周知 

2-（1）-10 
建築物や土地、相続等に関する 
相談の実施 

2-（1）-11 高齢者に対する支援   
    

2-（2）-1 管理不全にある居住建築物の解消 2-（2）-2 住宅の耐震化促進 

2-（2）-3 長期優良住宅の普及促進 2-（2）-4 省エネ住宅の普及促進 

2-（2）-5 住宅のバリアフリー化促進 2-（2）-6 
中古戸建住宅の流通促進制度等
の普及促進 

    

3-（1）-1 空家バンクの活用促進 3-（1）-2 空家等に関する相談の実施 

3-（1）-3 
流通を促進する税制上の 
特例措置の利用促進 

3-（1）-4 リノベーション等の促進 

3-（1）-5 多子世帯の空家等活用の促進 3-（1）-6 家財の処分に関する相談の 
実施や支援の検討 

3-（1）-7 
各種団体や地域コミュニティと 
連携した空家等の活用・流通の 
促進の模索 

  

    

3-（2）-1 
公共的な活用を促進する仕組み 
づくり 

3-（2）-2 
住宅セーフティネット制度の 
活用 

3-（2）-3 
空家等を活用したまちづくりの 
推進 

3-（2）-4 

各種団体や地域コミュニティと
連携した空家等の活用・流通の促
進の模索【再掲】 

3-（2）-5 空家等の利活用事例の周知   
    

3-（3）-1 
跡地活用を働きかける 
仕組みづくり 

3-（3）-2 
地域住民が求める空間として 
活用する仕組みづくり 

 



越谷市空家等対策計画 

56 

 

４.１ 空家等の適正管理対策 

（１） 適正な管理が行われていない空家等への対応 

 

 

 

 

 

【具体施策】 

施策番号 施策名 施策の内容 

１-（1）-1 

空家条例に基づく

管理不全な状態の

空家等に対する措

置の実施 

○管理不全な状態にある空家等の所有者等に対し、

空家条例に基づく措置を実施します。 

１-（1）-2 

空家法に基づく特

定空家等・管理不

全空家等の認定 

○特定空家等及び管理不全空家等の認定を行いま

す。 

１-（1）-3 

空家法に基づく特

定空家等・管理不

全空家等に対する

措置の実施 

○特定空家等及び管理不全空家等の所有者等に対

し、空家法に基づく措置を実施します。 

１-（1）-4 

住宅用地に対する

課税標準の特例
P115の解除 

○空家法に基づく勧告により、住宅用地に対する課

税標準の特例の解除を行います。 

１-（1）-5 
特定空家等の除却

等の促進 

○特定空家等を対象に、所有者自らが適正に管理が

できるよう、除却等の促進を図ります。 

１-（1）-6 
所有者等の特定の

効率化・迅速化 

○空家等の所有者等に対し、迅速な措置の実施を促

すため、所有者等の特定の効率化を図ります。 

1-（1）-7 
防災・防犯対策の

促進 

〇消防、警察及び自治会等と連携し、空家等の防災・

防犯対策の促進を図ります。 

 

  

 

基本施策 

地域住民の安全で安心な生活環境を保全するため、空家法や空家条例に基づく措置

などにより、適正な管理が行われていない空家等の改善を図ります。 
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図４-2 市民等からの情報提供後の流れ 

適正な管理

が行われて

いる状態 

市民等からの情報提供 
（相談窓口） 

管理不全な状態の

空家等に該当 

空家法 

に基づく措置 

（P58） 

空家等の 

活用・流通対策 

（P66） 

特定空家等の 

判断基準に該当 

（P60） 

所有者等の調査 
（不動産登記、住民票、戸籍等） 

庁内における情報の共有 

軽微な措置 

緊急安全措置 

特定空家等 

の認定 

活用可能な 

空家等 

管理不全空家等 

の認定 

空家法 

に基づく措置 

（P59） 

管理不全な状態 

の認定 

空家条例 

に基づく措置 

（P59） 

管理不全空家等の 

判断基準に該当 

（P60） 

空家等 

立入調査等 
（外観目視等） 

財産管理制度 

の検討 

所有者等不明 

所有者等判明 
データベース化 
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図４-3 特定空家等認定の流れ 

※：本図では「越谷市空家等対策庁内調整連絡会議」を「調整会議」と表記しています。 
※：本図では「越谷市特定空家等審査会」を「審査会」と表記しています。 
 

所有者等が 

判明 

所有者等が 

判明しない 

略式代執行の決定 

略式代執行 
の保留 

略 式 代 執 行 

財
産
管
理
制
度
の
検
討 

所有者等が不明の場合 

所有者等の 
確知 

事前の公示 

 調整会議の開催 
（略式代執行） 

再検討 

経過観察 

命令の決定 

所有者等が判明している場合 

再指導 

助言又は指導 

経過観察 

改善しない 

又は状態の悪化 

住
宅
用
地
に
対
す
る
課
税
標
準
の
特
例
の
解
除 

改善しない 

行 政 代 執 行 

改善しない 

代執行の決定 

命令の事前通知 
意見書等提出機会 

命  令 
（標識の設置･公示） 

 

公開による 
意見の聴取 

命令の保留 

（再勧告） 

審査会の開催 
（代執行） 

代執行の保留 

（再命令） 

調整会議の開催 
（勧告） 

改善しない 

調整会議の開催 
（命令） 

再指導 

所有者等が 

判明 

著しく 

危険な状態 

緊 

急 

代 

執 

行 

勧  告 

特定空家等の認定 
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財
産
管
理
制
度
の
検
討 

経過観察 

所有者等が不明の場合 所有者等が判明している場合 

再指導 

助言又は指導 

経過観察 

経過観察 

改善しない 

又は状態の悪化 

住
宅
用
地
に
対
す
る
課
税
標
準
の
特
例
の
解
除 

改善しない 

勧  告 

調整会議の開催 
（勧告） 

管理不全空家等の認定 

所有者等が 

判明 

再指導 

著しい 
状態の悪化 

特定空家等の認定 

 

著しい 
状態の悪化 

所有者等が不明の場合 

特定空家等の認定 

財
産
管
理
制
度
の
検
討 

経過観察 

所有者等が 
判明 

著しい 
状態の悪化 

管理不全空家等の認定 

状態の悪化 

著しい 
状態の悪化 

状態の悪化 

所有者等が判明している場合 

助言又は指導 

経過観察 

管理不全な状態の認定 

著しい 
状態の悪化 

再指導 

図 ４-4 管理不全空家等認定の流れ 

図 ４-5 管理不全な状態の認定の流れ 
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「特定空家等」及び「管理不全空家等」の判断基準 

 

越谷市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則（平成２９年規則第１４号）

第２条に掲げる「特定空家等及び管理不全空家等の判断基準」は、当該空家等の状態

が、下記の（Ⅰ）空家等の状態のいずれかの状態である場合又はいずれかの状態にな

り得る場合に該当し、かつ、当該空家等がもたらす又はもたらし得る（Ⅱ）周辺への

悪影響の程度等に該当する場合とする。 

 

（Ⅰ）空家等の状態 

（１）そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

（２）そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

（３）適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

（４）その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

 

（Ⅱ）周辺への悪影響の程度等 

（１）周辺の状況による悪影響の程度 

周辺の建築物や通行人等が存在し、又は通行し得て被害を受ける状況にある

場合 

（２）空家等の状況による悪影響の程度 

周辺の建築物や通行人等にも及び得ると判断された場合に、その悪影響の程

度が社会通年上許容される範囲を超える場合 

（３）危険等の切迫性 

危険等の切迫性がある場合 

※ 特定空家等は管理不全空家等より高い状態にあることに留意 

（４）その他の状況も勘案した総合的な判断 

その他の地域の実情を勘案し上記（１）（２）（３）に該当すると判断される

場合 
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（２） 適正管理のための支援 

 

 

 

 

 

【具体施策】 

施策番号 施策名 施策の内容 

１-（2）-1 

状況に応じた適正な

管理の注意喚起、啓

発 

○空家等の所有者等に対して、状況に応じた注意

喚起の文書を送付します。 

〇所有者等に広く周知するため、市ホームページ

への掲載やチラシ等の配布により意識啓発を図

ります。 

１-（2）-2 
管理代行等事業者の

紹介 

○管理代行又は修繕、除却、剪定、廃棄物処理な

どの事業者の紹介を行います。 

１-（2）-3 
各種団体と連携した

適正管理の促進 

○各種団体と連携した空家等の見回りサービス等

の提供を行います。 

 

 

 

  

 

基本施策 

空家等の所有者等による適正な管理を促進するため、各種団体と連携などを図るこ

とにより、適正な管理の支援を行います。 
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（３） 解決が困難な事案への対応 

 

 

 

 

 

 

【具体施策】 

施策番号 施策名 施策の内容 

１-（3）-1 
所有者等が不明な空

家等への対応 

○各種財産管理制度 P114の活用を検討します。 

○空家法に規定する略式代執行の実施を検討しま

す。 

○所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別

措置法に規定する制度の活用について、有効と

考えられる事案への適用を検討します。 

１-（3）-2 
その他解決が困難な

空家等への対応 

○法令等の規定に適合していないなど、売却など

が困難な空家等の所有者等に対して専門家を含

めた相談体制の利活用を促進します。 

○空家等の低未利用地の活用等について、各種団

体と連携を図り対応することを検討します。 

○自ら空家等を管理する能力が十分でない所有者

等について、専門家との連携を図り、適正な管

理を行うための相談体制の利活用を促進しま

す。 

 

  

 解決が困難な事案が放置され、適正な管理が行われていない空家等となることを防

止するため、各種団体と連携した専門的な支援などにより、解決を図ります。 

 

 

基本施策 
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４.２ 空家等の予防対策 

（１） 予防行動の促進 

 

 

 

 

 

【具体施策】 

施策番号 施策名 施策の内容 

2-（1）-1 市民等への意識啓発 

○空家等に起因する悪影響や、空家化のリスク、

改正空家法による所有者等の責務強化、空家等

の活用方法などの幅広い情報について、市民等

に対し周知を図り、空家等に関する意識啓発の

促進を図ります。 

2-（1）-2 
不動産所有者等への

意識啓発 

○納税通知書を活用し、不動産所有者等に対し、

空家等の適正な管理に関する意識啓発の促進を

図ります。 

○空家化が懸念される高齢単身世帯に対し、予防

に関する意識啓発の実施を検討します。 

2-（1）-３ 
相続人等への情報提

供 

○相続発生時に不動産が空家等となる場合がある

ため、相続人に対する相談体制の利活用を促進

します。 

2-（1）-4 
「住まいの終活」の

普及促進 

○居住用財産の円滑な継承を促進するため、セミ

ナー等の開催により、「住まいの終活」の普及を

促進します。 

2-（1）-5 
住みかえに関する仕

組みの周知 

○持ち家を有効活用することにより、空家化の予

防を図るため、マイホーム借上げ制度 P118など、

住みかえに関する仕組みを周知します。 

2-（1）-6 
相続登記の申請義務

化の周知 

○適切な登記を促進するため、相続登記申請の義

務化について周知します。 

2-（1）-7 
成年後見制度 P116

の周知 

○認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由に

より、判断能力が十分でない方の権利と財産を

守る成年後見制度について、利用相談や啓発資

料の配布、出前講座等を通じ、制度のさらなる

周知を図ります。 

2-（1）-8 信託制度の周知 
○建築物の適正な継承を図る制度の活用を促すた

め、信託制度について周知します。 

 

基本施策 

空家化を予防・抑制するため、市民等への意識啓発や具体的な行動に対する支援な

どにより、予防行動の促進を図ります。 
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施策番号 施策名 施策の内容 

2-（1）-9 
住まいに関する各種

相談窓口等の周知 

○住まいに関する市民等の不安を解消するため、

市の各種相談、又は各種団体などの相談窓口に

ついて周知します。 

2-（1）-10 

建築物や土地、相続

等に関する相談の実

施 

○不動産や建築物、権利等に関する所有者等の悩

みなどを解消するため、専門家等による相談を

実施します。 

2-（1）-11 高齢者に対する支援 
○高齢者からの相談に対し、問題解決に向けた支

援を検討します。 

 

 

 

  

◆取組紹介 越谷市住まいの終活ノート（市のホームページ抜粋） 

住まいの終活ノートとは、空家化を予防するた

めに、居住中から相続等について家族で話し合う

きっかけ作りとなるツールとして作成したエンデ

ィングノートです。 

市内各所で配布するとともに、市外居住者でも

ダウンロードできるように本市のホームページに

も掲載しています。 

 

資料：「住まいの終活ノート」 

 

◆法令紹介 相続登記申請の義務化（令和 6 年 4 月施行）（不動産登記法第 76 条

の 2） 【再掲】 

相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日

から 3 年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなりました。 

また、令和 6 年 4 月 1 日以前の相続でも、不動産の相続登記がされていないも

のは、申請義務が生じます。 

 

◆制度紹介 成年後見制度 

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由により、判断能力が十分でない方

が、財産管理や契約行為等で不当な被害を受けないよう、家庭裁判所が選任した成

年後見人等が支援を行う制度です。 
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（２） 建築物の維持保全 

 

 

 

 

 

【具体施策】 

施策番号 施策名 施策の内容 

2-（2）-1 
管理不全にある居住

建築物の解消 

○建築物の老朽化や廃棄物の放置等により、地域

住民の生活環境に影響を及ぼしている居住建築

物の所有者等に対し、助言又は指導などを行え

る体制づくりを検討します。 

2-（2）-2 住宅の耐震化促進 
○耐震診断及び耐震改修により住宅の耐震化を促

進します。 

2-（2）-3 
長期優良住宅 P117

の普及促進 

○長期にわたって使用可能な措置が講じられてい

る長期優良住宅について、国の政策と連携しな

がら普及を促進します。 

2-（2）-4 
省エネ住宅の普及 

促進 

○低炭素建築物 P117の周知及び再生可能エネルギ

ーの活用等により、環境負荷の少ない省エネル

ギー住宅の普及を促進します。 

2-（2）-5 
住宅のバリアフリー
P117化促進 

○住宅のバリアフリー化を促進するための相談体

制を検討します。 

2-（2）-6 

中古戸建住宅の流通

促進制度等の普及 

促進 

○中古戸建住宅の流通を促進する各種制度につい

て、国の政策と連携しながら制度の普及を促進

します。 

（各種制度：建物状況調査（インスペクション）
P116、安心Ｒ住宅登録制度 P113、住宅履歴情報
P115等） 

 

  

 

基本施策 

空家化を予防・抑制するため、建築物の性能や使いやすさなどの向上により、住宅

の維持保全を図ります。 
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４.３ 空家等（跡地を含む）の活用・流通対策 

（１） 空家等の流通の促進 

 

 

 

 

 

【具体施策】 

施策番号 施策名 施策の内容 

3-（1）-1 
空家バンクの活用促

進 

○空家バンクについて周知を図り、その利活用を

促進します。 

3-（1）-2 
空家等に関する相談

の実施 

○空家等に関連する所有者等の様々な悩みなどを

解消するため、幅広い分野の相談についての対

応を実施します。 

3-（1）-3 

流通を促進する税制

上の特例措置の利用

促進 

○空家の発生を抑制するための特例措置（空家の

譲渡所得の３,０００万円特別控除 P115）につい

て利用を促進するため、制度の周知とともに手

続きに必要となる書類の申請受付及び交付を行

います。 

3-（1）-4 
リノベーション P118

等の促進 

○空家等の再生のため、専門家等と連携を図り、  

リノベーション等を促進します。 

3-（1）-5 
多子世帯の空家等 

活用の促進 

○多子世帯の住宅として空家等の活用を促進する

ため、埼玉県多子世帯向け中古住宅取得・リフ

ォーム支援事業などの制度を周知します。 

3-（1）-６ 

家財の処分に関する

相談の実施や支援の

検討 

○空家等に保管された家財の処分代行事業者を紹

介するなど、家財処分に関する相談の実施を検

討します。 

〇処分等に対する支援など、流通を促進する仕組

みについて検討します。 

3-（1）-７ 

各種団体や地域コミ

ュニティと連携した

空家等の活用・流通

の促進の模索 

○空家等の流通や活用を促進するため、「空家等管

理活用支援法人 P113」の指定を含め、NPO 等各

種団体や自治会等の地域コミュニティとの連携

について模索します。 

 

 

 

 

基本施策 

空家等の状態を解消するため、情報発信の多様化や、流通させるための動機づけ、

専門家による支援などにより、空家等の流通の促進を図ります。 
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◆取組紹介 越谷市空家バンク 

 空家の賃貸や売却を希望する所有者から提供された情報を広く紹介し、利用希望

者とのマッチングを図る制度です。 

 

 

◆制度紹介 空家の譲渡所得の３,０００万円特別控除 

 相続日から起算して３年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までに、被相続

人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋（耐震性のない場合

は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。）又は取壊し後の土地を譲渡

した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から 3,000 万円を特別控除されま

す。被相続人が老人ホームに入所していた場合、一定要件を満たせば適用対象にな

ります。 
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（２） 空家等の多様な活用 

 

 

 

 

 

【具体施策】 

施策番号 施策名 施策の内容 

3-（2）-1 
公共的な活用を促進

する仕組みづくり 

○空家等の地域交流施設への転用など、地域が必

要とする場の需要と空家等の所有者等の意向を

マッチングする仕組みについて検討します。 

○空家等を公共的な目的に活用する際の支援な

ど、活用を促進する仕組みについて検討します。 

○空家等を公共的な目的に活用することについ

て、地域住民からの相談に応じられる体制の構

築を検討します。 

3-（2）-2 
住宅セーフティネッ

ト制度 P114の活用 

○住宅セーフティネット制度として空家等の活用

を図るため、住宅確保要配慮者 P114の入居を拒

まない賃貸住宅の登録制度の利活用を促進しま

す。 

3-（2）-3 
空家等を活用した 

まちづくりの推進 

○空家等・空き店舗を活用したまちづくりについ

て検討します。 

○都市のスポンジ化 P117を踏まえたまちづくりに

ついて検討します。 

3-（2）-4 

【再掲】 

各種団体や地域コミ

ュニティと連携した

空家等の活用・流通

の促進の模索 

○空家等の流通や活用を促進するため、「空家等管

理活用支援法人」の指定を含め、NPO 等各種団

体や自治会等の地域コミュニティとの連携につ

いて模索します。 

3-（2）-5 
空家等の利活用事例

の周知 

○空家等の利活用を促進するため、空家等の利活

用事例について周知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本施策 

空家等の状態を解消するとともに、将来に渡って空家等が発生しない良好な住環境

としていくため、空家等の多様な活用を図ります。 
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◆取組紹介 空家等管理サービス 

 越谷市シルバー人材センターと連携を図り、空家等の所有者に代わり、空家等の

管理の一部を実施しています。 

●見回りサービス（1 回 1,650 円） 

 依頼を受けた作業員が、外側から建物や敷地内

に異常がないかを確認のうえ、写真付きの報告書

を作成し依頼者へお送りします。 

 

●その他のサービス（別途見積） 

 依頼に基づき、植木の剪定や除草作業、建物の

小規模な修繕など、空家等の維持管理に係る軽作

業を行います。 
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（３） 跡地の活用促進 

 

 

 

 

 

【具体施策】 

施策番号 施策名 施策の内容 

3-（3）-1 
跡地活用を働きかけ

る仕組みづくり 

○専門家などが、跡地の利用者候補に働きかけ、

跡地の所有者等と利用者をマッチングする仕組

みづくりについて検討します。 

3-（3）-2 

地域住民が求める 

空間として活用する

仕組みづくり 

○地域住民のニーズに応じた空間として、跡地を

有効に活用するための仕組みづくりについて検

討します。 

 

 

  

 

基本施策 

空家等の状態を解消するため、建築物の除却や跡地利用に関する支援などにより、

空家等の跡地の活用促進を図ります。 
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４.４ 重点的な取組 

 

本市の空家等対策を行うにあたっては、地域の実状や特徴を踏まえた取組を行うこ

とで、空家等対策はより効果的になると考えられます。このため、具体的な個別施策

の実施にあたっては、下記の視点に基づき、重点的に取組を進めることとします。 

 

（１）健全な居住環境の保全 

空家等がもたらす問題は多岐にわたり、その中でも安全面や衛生面に関しては、特

に居住環境に悪影響を及ぼすことが懸念されることから、適正な管理が行われていな

い空家等を解消し、健全な居住環境を保全することについて、重点的に取り組むこと

とします。 

 

（２）高齢者及び単身世帯の空家化予防 

高齢化の進行とこれに伴う高齢者世帯や少子化に伴う単身世帯の増加により、今後、

空家化する住宅の増加が懸念されることから、特に高齢単身世帯等の空家化の予防に

ついて、重点的に取り組むこととします。 

 

（３）空家等の活用・流通の促進 

根本的な空家等の解消には、空家等が流通し、新たに活用されることが重要です。 

本市においては積極的に活用・流通していない空家等もみられることから、空家等

の活用・流通の促進につながる各種団体との連携や専門的な支援の強化などについて、

重点的に取り組むこととします。 

 

（４）各種団体や地域コミュニティとの連携 

空家等がもたらす問題は多岐にわたるため、ＮＰＯ等各種団体や自治会等の地域コ

ミュニティとの連携を模索することなどについて、重点的に取り組むこととします。 
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第５章 計画の推進について 

 

計画の推進のため、その実施体制や相談体制、また空家等の調査及び把握の方法等

について定めます。 

 

５.１ 実施体制 

 

空家等の問題を解決するには、所有者等自らが適正な管理や活用等をすることが基

本となります。 

また、所有者等だけでは解決できない問題に対して、地域住民や自治会、各種団

体、行政組織が連携を図ることで支援していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５-1 空家等の問題解決に向けた連携イメージ 

 

（１） 越谷市空家等対策協議会 

【趣旨】 

本計画の実施を策定するにあたり、空家法第８条及び越谷市空家等対策協議会条例

第１条の規定に基づき、平成３０年７月に越谷市空家等対策協議会を組織しました。 

本協議会においては、空家等対策を総合的かつ計画的に実施するため、様々な視点

から、多角的な協議を行います。 

 

【所掌事項】 

○本計画の策定及び変更並びに実施に関すること 

○その他協議を必要とする事項  

知識・経験等 

適正な管理・活用等 

所有者等 

各種団体 

相互連携の推進 

行政組織 

地域住民 

自治会 

情報提供・見守り 
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越谷市空家等対策協議会 委員名簿 

 

分 野 等 氏  名 推 薦 ・ 所 属 団 体 

自治会を代表する方 岩男
いわお

 義
よし

明
あき

 越谷市自治会連合会 

市議会議員 山田
やまだ

 大助
だいすけ

 越谷市議会 

学識経験者 

法務に 

関する方 岡 本
おかもと

 毅
つよし

 埼玉弁護士会 越谷支部 

法務に 

関する方 石 川
いしかわ

 禎
ただし

 埼玉司法書士会 越谷支部 

不動産に 

関する方 佐々木
さ さ き

 実喜
み き

雄
お

 

公益社団法人 

埼玉県宅地建物取引業協会 

越谷支部 

建築に 

関する方 増 元
ますもと

 晃
あきら

 

一般社団法人 

埼玉県建築士会 

越谷支部 

福祉に 

関する方 大 岡
おおおか

 華子
はなこ

 埼玉県立大学 

文化に 

関する方 佐々木
さ さ き

 誠
まこと

 日本工業大学 

公募による市民 大場
おおば

 一
かず

政
まさ

 — 

市長が 

必要と 

認める方 

防犯に 

関する方 小 笠 原
おがさわら

 慎悟
しんご

 埼玉県越谷警察署 

防災に 

関する方 宮
みや

 稔
みのる

 越谷市消防局 

福祉に 

従事する方 島 村
しまむら

 久 孝
ひさたか

 越谷市民生委員・児童委員協議会 

市 長 福田
ふくだ

 晃
あきら

 — 

任期：令和６年７月１日から令和８年（２０２６年）６月３０日まで 

委員数：全１３名                  （令和 7 年 10 月末時点） 

  

計画改定時最新の名簿を掲載予定
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（２） 越谷市空家等対策庁内連絡調整会議 

【趣旨】 

空家等に関する課題は多岐に渡るため、庁内において関係する課所が連携して空家

等対策に取り組むことが必要です。このため、関係する１８課から構成される越谷市

空家等対策庁内連絡調整会議を設置し、空家等対策について連携して取組を進めるも

のです。 

 

【構成課所】 

課 所 名 役  割 

政策課 総合振興計画との整合性に関すること 

資産税課 
特定空家等及び管理不全空家等への固定資産税等の特例措置に関

すること 

市民活動支援課 自治会と連携した空家等対策に関すること 

くらし安心課 空家等の防犯に関すること 

福祉総務課 社会福祉協議会及び民生委員・児童委員との連携に関すること 

地域共生推進課 高齢者のいきがい対策に関すること 

地域包括ケア課 高齢者の総合相談支援、地域包括支援ネットワーク等に関すること 

子ども施策推進課 子育て支援等に関すること 

生活衛生課 ねずみ、衛生害虫等の相談に関すること 

環境政策課 草木等の繁茂や害獣に関すること 

資源循環推進課 ごみの処分の助言・指導に関すること 

経済振興課 
空き店舗対策及び商店街活性化に関すること 

越谷商工会議所との連携等に関すること 

道路総務課 道路・水路への草木等の越境等に関すること 

都市計画課 都市計画及び景観に関すること 

公園緑地課 公園等に関すること 

開発指導課 越谷市まちの整備に関する条例や都市計画法の許可に関すること 

消防局予防課 空家等における火災予防に関すること 

建築住宅課 空家等対策全般に関すること 

 

（３） 越谷市特定空家等審査会 

【趣旨】 

越谷市空家等の適正管理に関する条例第１０条に規定する審査会であり、空家法第

２２条第９項の規定による代執行をすることの適否について、審査するものです。 
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（４） その他の推進・連携体制 

１）地域住民や自治会との連携 

空家等は、地域全体に影響を及ぼす可能性があることから、空家等の問題を地域の

課題と捉え、今後も地域住民や自治会とともに問題解決に向け、地域の特性を踏まえ

た継続的な取組を行っていくことが重要です。そのため、自治会と市は、空家等に関

する必要な情報を共有するなど相互に協力を行う体制づくりに取り組みます。 

また、空家等の問題の速やかな解決を図るため、地域住民の相談窓口を設けるなど、

自治会と協力して地域の問題を解決できる体制の構築を検討します。 

２）各種団体との連携 

空家等の問題の解決にあたっては、不動産、建築、法律、福祉などの専門的な知識

が必要です。そのため、市民や所有者等からの相談に対しては、各種団体が専門窓口

として対応することが問題解決に不可欠であり、各種団体と市は、空家等に関する必

要な情報を共有するなど相互に協力する体制づくりに取り組みます。なお、公益社団

法人埼玉県宅地建物取引業協会越谷支部と市は、連携を図ることで空家等の問題を解

決するため、平成３１年２月に協定を締結しました。 

また、地域や空家等の問題に対し、知識や経験を備えたＮＰＯ法人や地域活動団体

など各種団体の協力を得て、様々な角度から検討し、空家等の問題解決を図ります。 

３）警察との連携 

適正に管理が行われていない空家等は犯罪の温床となる懸念があります。そのため、

警察と市は、更に連携を強化し、空家等の問題を解決するための相互協力体制を構築

します。 

また、通学路はもちろんの事、市内全域において、警察と市は、空家等に関する必

要な情報の共有を図ります。 
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４）その他法令等による措置の主体との連携 

空家等が及ぼす問題に対して、空家法に基づく措置以外にその他法令に基づく措置

があることから、空家等の状況に応じた最適な措置を行います。 

 

【関係法令に基づく措置の内容】 

その他法令 措置の内容 措置の主体等 

建築基準法 

（第 9 条、第 10 条） 

特殊建築物等のうち、そのまま放置すれば

著しく保安上危険となるおそれがある建築

物等について、除却等の命令、代執行等 

特定行政庁 
Ｐ117 

道路法 

（第 43 条、第 71 条） 

道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそ

れのある行為について、除却等の命令、代執

行等 

道路管理者 
Ｐ117 

消防法（第３条） 

火災の予防に危険であると認める物件等、

予防上必要があると認める場合に、除去等の

命令、代執行等 

消防長 

越谷市 

火災予防条例 

（第 24 条） 

当該空地の枯草等の燃焼のおそれのある 

物件の除去その他火災予防上必要な措置 

空地の所有者、

管理者又は占有者 

当該空家への侵入の防止、周囲の燃焼のお

それのある物件の除去その他火災予防上必

要な措置 

空家の所有者 

又は管理者 

災害対策基本法 

（第 64 条） 

災害が発生又は発生しようとしている場

合で、応急措置を実施するため緊急の必要が 

あると認めるときに、工作物等の除去等 

市町村長 

災害救助法施行令 

（第 2 条第 2 号） 

災害によって住居又はその周辺に運ばれ

た土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を  

及ぼしているものの除去 

都道府県知事 

廃棄物の処理及び清

掃に関する法律 

（第 19 条の４） 

基準に適合しない一般廃棄物の運搬又は 

処分が行われ、生活環境の保全上の支障が 

生ずるおそれがある場合等の支障の除去等  

の命令、代執行等 

市町村長 

越谷市法定外公共物

管理条例（第９条） 

水路等であって市が所有するもの（法定外

公共物）に関する監督処分 
道路総務課 
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５.２ 相談体制 

 

所有している空家等の管理や譲渡、活用などに関する相談や、市民等からの情報提

供に対応する体制を整備します。 

 

（１） 総合的な相談体制 

空家等に関する相談や情報提供に対応するため、空家等に関する総合的な相談窓口

を設置します。また、各担当課所との連携及び情報共有を強化し、今後、各種団体の

専門窓口との連携体制の利活用の促進に努めます。（図５-2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５-2 相談体制のイメージ 

 

【各種団体の相談内容の概要】 

専門窓口 相談内容の概要 

法律 法律上の諸問題、補償、賠償等、法律に関すること 

不動産 土地、建築物の取引等、不動産に関すること 

建築 建築物の活用、老朽化等、建築物に関すること 

福祉 生活上の問題等、福祉に関すること 

相続・財産 登記、供託等の手続等、相続・財産に関すること 

行政手続 権利、証明等、行政手続に関すること 

税務 税金に関する手続等、税務に関すること 

まちづくり 
土地・建築物の活用を通じたにぎわいづくり等、まちづくりに関する

こと 

対応 

各種団体 

【専門窓口】 
  

法 律 

不動産 

建 築 

福 祉 
   

等の専門家 

連携 
情報共有 

相談 対応 

対応 

対応 

市役所 

連携 
情報共有 警 

 

察 

【総合的な相談窓口】 

建 築 住 宅 課 

市 民 等 

【各 担 当 課 所】 

連携 
情報共有 
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（２） 埼玉県宅地建物取引業協会との協定による相談体制 

空家等対策を行う上で、空家等の問題は多岐にわたることから、市内における空家

等に関する総合的な対策を推進するため、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会越

谷支部（下図において「宅建協会」という。）と市は、平成３１年２月に協定を締結し、

相談体制の強化に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５-3 宅建協会との協定による相談体制のイメージ 
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（３） その他の各種相談 

市民等からの空家等に関連する幅広い相談に応じるため、各種相談を行っています。 

 

【各種相談】 

相談名 相談内容 問合せ先 

市民相談 相続、離婚、賠償などの民事関係等 くらし安心課 

弁護士による 

法律相談 

法律上の諸問題、交通事故による補償問

題等 
くらし安心課 

司法書士法律相談 

裁判・その他法律、遺言・相続・登記、

成年後見・家事事件、クレジット・サラ

金、多重債務 

埼玉司法書士会 

越谷総合 

相談センター 

税務相談 税金関係全般 くらし安心課 

登記相談(司法書士・ 

土地家屋調査士) 

登記、供託、分筆、表示等の法務局、  

裁判所に提出する書類 
くらし安心課 

行政相談 行政上の諸問題関係 くらし安心課 

行政書士相談(埼玉県

行政書士会越谷支部) 

遺言、遺産分割協議書、会社設立の書類

作成等 
くらし安心課 

経営・創業相談 経営・創業などの各種相談 
ビジネスサポート 

センター 

生活自立相談 生活にお困りの方の相談 
生活自立相談 

よりそい 

成年後見相談 成年後見制度の利用 
成年後見センター 

こしがや 

（令和７年１０月末時点） 
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５.３ 空家等の調査及び把握 

 

今後の対策に必要となる事項について、調査及び把握などを行います。 

 

（１） 空家等の状態、所有者等の調査 

市民等から空家等に関する情報提供があった場合には、敷地外からの空家等の現地

調査、地域住民からの聴き取り調査、不動産登記や住民票、戸籍などをもとに、所有

者等について調査を行います。これらの調査で得られた空家等の状態などの情報に応

じ、所有者等に対する助言又は指導等を実施します。 

これらの調査や令和６年度越谷市空家等実態調査で得られた情報、助言又は指導の

経過などについては、地理情報システム（GIS）P117等を活用して管理・更新し、関係

課所で共有します。 

 

（２） 定期的な空家等の把握 

今後の市内の空家等を把握するため、５年ごとに実施される住宅・土地統計調査の

結果から、市内における現況把握を行っていきます。また、本計画に定める施策の進

捗状況、社会・経済情勢の変化などに応じ、地域住民等との協働のもと、継続的に空

家等を把握できる仕組みについて検討します。 

 

（３） 「空家等活用促進区域」の設定の検討 

改正空家法により、地域の拠点となるエリアにおいて空家等が生じることで、当該

地域の本来的な機能に影響を及ぼすことに鑑み、市区町村長が重点的に空家等の活用

を進める区域を「空家等活用促進区域 P112（以下「促進区域」という。）」として定め、

建築基準法の接道規制の合理化等を行うことができることとされました。 

促進区域の設定にあたっては、本市におけるまちづくりに関する諸制度の方向性と

の調和を図りながら、必要性も含めて検討を進めることが必要です。 

そのため、本市の空家等の数及びその分布状況等を踏まえ、慎重に検討します。 

 

（４） 住宅確保要配慮者の把握・検討 

住宅確保要配慮者とされる高齢者、子育て世帯、低額所得者、障がい者などについ

て、適正な対策を講じていくため、住宅政策、福祉政策及び子育て政策などを実施し

ている関係課所の連携のもと、情報収集などを行うとともに、より効果的な制度の実

施に向けて検討します。 

 

 



越谷市空家等対策計画 

84 

 

５.４ 計画の目標 

 

本計画を効果的に推進し、進捗を管理するため、以下の目標指標を設定します。 

 

【目標指標】 

指標 

番号 
指標名 指標の説明 

現況 

〈令和８年１月末まで〉 

計画目標 

〈令和１2 年度〉 

１ 情報の周知及び

関心の向上 

空家等に関する情

報のホームページ

閲覧回数 

越谷市公式ホームペー

ジ内の「空家等対策」の

閲覧回数は１６ ,８３６

回（令和６年度）でした。 

（掲載情報） 

本計画に基づく、適正管

理対策、予防対策、活用・

流通対策等に関するこ

と 

20,０００回／以上 

 

 

 

（掲載情報） 

本計画に基づく、適正管理

対策、予防対策、活用・流

通対策等に関すること 

２ 地域住民や各種

団体との連携体

制の充実 

地域住民や自治会

及び各種団体と連

携した、情報共有等

の仕組みの整備状

況 

これまでに以下の５団

体と連携体制を構築し、

空家等の適正管理や活

用における支援を行い

ました。 

・埼玉県宅地建物取引業

協会越谷支部 

・シルバー人材センター 

・早稲田大学 

リサーチイノベーショ

ンセンター 

・大里東自治会 

・ポラスグループ 

自治会や各種団体と空家

等に係る情報を共有し、適

正管理対策、予防対策、活

用・流通対策における所有

者等の取組を支援できる 

連携体制の充実 

３ 相談窓口の利活

用の促進 

空 家 等 に 関 す る 

相 談 窓 口 の 促 進 

状況 

建築住宅課を総合的な

相談窓口として設置し、

各担当課所との連携及

び情報共有化を図ると

ともに、多岐にわたる空

家問題の相談窓口とし

て、「埼玉県宅地建物取

引業協会越谷支部」と連

携した相談会を実施し

ました。 

総合的な相談窓口を設け、

各担当課所や各種団体等

と連携した多角的な専門

窓口の利活用の促進 
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指標 

番号 
指標名 指標の説明 

現況 

〈令和８年１月末まで〉 

計画目標 

〈令和１2 年度〉 

４ 除却等及び活用

の促進 

空家等の除却等及

び活用の促進に関

する仕組みの整備

状況 

令和 4 年度から「越谷市

空家等対策推進事業費

補助金」による補助事業

を開始し、令和８年１月

までに、１７件の特定空

家等の除却に至りまし

た。 

また、空家等の改修工事

費補助金の実績が1件と

少ないため、活用の促進

に関する仕組みの整備

が必要です。 

特定空家等の除却等の促

進や空家等の活用の促進

に関する仕組みの模索 

５ 空家等是正 相談を受けて是正

した空家等の件数 

平成 31 年度～令和６年

度の６年間で、累計  

３５３件の是正に至っ

ています。 

25 件／年 

6 空き家等の予防・

活用の促進 

空家等の所有者等

からの相談に対し

予防および活用対

策を行った件数 

平成 31 年度～令和６年

度の６年間で、累計 107

件の是正に至っていま

す。 

25 件／年 

7 空家バンクの充

実 

空家バンクの運営

体制及び登録が可

能な対象者 

令和２年8月より空家バ

ンクの運用を開始し、令

和８年１月までに登録

17 件、成約 17 件とな

りました。マッチング率

は非常に高いものの、登

録件数の増加が必要で

す。 

市が窓口となり、各種団体

等と連携した多角的な運

営により、売りたい・買い

たい方の登録（流通）に加

え、貸したい・借りたい方

の登録（活用）の促進 

5 件／年 
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空家等対策については、適正管理対策、予防対策、活用・流通対策等を総合的に推

進していきますが、空家等の件数や状況は社会情勢や人口動態などの要因により変動

することが考えられます。 

そのため、本計画の実施にあたっては、施策の効果等を適宜検証し、必要に応じて、

越谷市空家等対策協議会等による協議の上で、施策や目標指標の見直しを行う必要が

あります。 

そこで、PLAN（策定）から、DO（周知・実施）、CHECK（点検・検証）、ACTION

（改善・見直し）を繰り返す PDCA サイクルによって、具体的な施策等を推進してい

きます。 

 

図５-4 空家等対策における具体的な施策等を推進するための 

     ＰＤＣＡサイクルのイメージ 
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■ 計画の策定経過 
 

平成２９年度 

７月～３月 平成 29 年度越谷市空家等実態把握調査 

３月 越谷市空家等対策協議会条例制定 

平成３０年度 

６月 
第１回 越谷市空家等対策庁内連絡調整会議 

○越谷市空家等対策計画（骨子）について 

７月 

越谷市空家等対策協議会 委嘱状交付式 

第１回 越谷市空家等対策協議会 

○諮問「越谷市空家等対策計画の策定について」 

○越谷市空家等対策計画（骨子）について 

８月 

第２回 越谷市空家等対策庁内連絡調整会議 

○基本的な方針、具体的な施策等について 

第２回 越谷市空家等対策協議会 

○基本的な方針、具体的な施策等について 

１０月 

第３回 越谷市空家等対策庁内連絡調整会議 

○越谷市空家等対策計画（素案）について 

越谷市空家等対策計画策定に係る各地区における説明会 

(10/5～10/15)  

１１月 

第３回 越谷市空家等対策協議会 

○越谷市空家等対策計画策定に係る各地区における説明会の結果に

ついて 

○越谷市空家等対策計画（素案）について 

１１月～１月 
越谷市空家等対策計画（素案）に対する意見公募 

(11/29～1/6) 

１月 

第４回 越谷市空家等対策庁内連絡調整会議 

○越谷市空家等対策計画策定に係る各地区における説明会の結果に

ついて 

○越谷市空家等対策計画（素案）に対する意見公募の結果について 

○越谷市空家等対策計画（案）について 

第４回 越谷市空家等対策協議会 

○越谷市空家等対策計画（素案）に対する意見公募の結果について 

○越谷市空家等対策計画（案）について 

○答申（案）について 

○答申「越谷市空家等対策計画の策定について」 

 

  

計画改定時最新の経過を掲載予定
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■ 「特定空家等」及び「管理不全空家等」判定チェックリスト 
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■ 用語の解説 

○空
あ き

家
や

 

空家とは、「住宅・土地統計調査」で用いられる場合、二次的住宅、賃貸用

の住宅、売却用の住宅、及びその他の住宅の総称を指し、本計画の中では、

同調査に用いられるものを指す場合に使用しています。 

 

○空
あき

家
や

化
か

 

空家化とは、長い間住居やその他の使用がされていない家屋が増加する現

象を指します。 

 

○空
あ

き家
や

管理
か ん り

システム 

空き家管理システムとは、空き家の位置管理や管理状況の把握を目的とし

たシステムです。 

 

○空
あ

き家
や

対策
たいさく

モデル事業
じぎょう

 

空き家対策モデル事業とは、NPOや民間事業者等の創意工夫による空き家

対策に関する取組の提案を広く公募し、モデル性の高いものとして採択され

た取組に対して支援を行うことにより、先行・優良事例の蓄積と全国への横

展開を図ることを目的とした事業です。 

 

○空
あ き

家
や

等
と う

 

空家等とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」で用いられる場合、

「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされてい

ないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を

含む。第１４条第２項において同じ。）をいいます。ただし、国又は地方公共

団体が所有し、又は管理するものを除く。」と定義され、本計画の中では、計

画の対象とする空家等、もしくは同法に規定されているものを指す場合に使

用しています。 

 

○空家
あ き や

等
とう

活用
かつよう

促進
そくしん

区域
く い き

 

空家等活用促進区域とは、市町村が経済的・社会的活動促進のために空家

等の活用が認められる区域として定めることができます。 
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○空家
あ き や

等
とう

管理
か ん り

活用
かつよう

支援
し え ん

法人
ほうじん

 

空家等管理活用支援法人とは、空家等の管理や活用に積極的に取り組む特

定非営利活用法人等であって、法に定める業務を適正かつ確実に行うことが

できると認められるものを、その申請により、市町村長が支援法人として指

定した民間法人を指します。 

 

○空家
あ き や

バンク 

空家バンクとは、空き家の賃貸・売却を希望する人から申込みを受けた情

報を空き家の利用を希望する人に紹介する制度を指します。 

 

○空家率
あきやりつ

 

空家率とは、総住宅数に対して「住宅・土地統計調査」による、空き家

（普段居住しておらず、かつ昼間のみの使用や売却・賃貸・二次的住宅も含

む）の割合を指す指標をいいます。 

 

○安心
あ ん し ん

Ｒ
あーる

住宅
じ ゅ う た く

登録
と う ろ く

制度
せ い ど

 

安心Ｒ住宅登録制度とは、既存（中古）住宅の流通促進を目的に、耐震性

等の品質を備え、消費者のニーズに沿ったリフォームの実施等について適切

な情報提供が行われる既存住宅に対して、国の関与のもとで商標付与を行う

仕組みをいいます。 

 

○おくやみハンドブック 

おくやみハンドブックとは、死亡届後に必要となる各種手続きや相談窓口

などについて分かりやすくまとめた冊子です。 

 

○高齢化
こうれいか

 

高齢化とは、社会全体において高齢者（一般的には65歳以上）の人口割

合が増加する現象を指します。主に出生率の低下と平均寿命の延伸によって

引き起こされます。 

 

○高齢者
こうれいしゃ

 

高齢者とは、国連において、６５歳以上の人と位置づけています。 



越谷市空家等対策計画 

114 

 

○高齢
こうれい

単身
たんしん

世帯
せ た い

 

高齢単身世帯とは、「国勢調査」で用いられる場合、60歳以上の人一人と

未婚の18歳未満の者のみから成る世帯を指し、本計画の中では、同調査に用

いられるものを指す場合に使用しています。 

 

○財産
ざいさん

管理
か ん り

制度
せ い ど

 

財産管理制度とは、利害関係者等が裁判所に申立て、裁判所が選任した財

産管理人（財産について所有者の代わりとなる者）が、財産の管理を行う制

度です。 

 

○市街化
し が い か

区域
く い き

 

市街化区域とは、すでに市街化を形成している、または概ね１０年以内に

優先的かつ計画的に市街化を図る区域です。 

 

○市街化
し が い か

調整
ちょうせい

区域
く い き

 

市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域。市街化を促進するおそれ

がないなど一定の条件のもとに開発行為や建築行為が認められます。 

 

○終活
しゅうかつ

セミナー  

終活セミナーとは、空き家の予防対策の一環として財産の管理や相続・遺

言などについて前もってまとめておくためのセミナーです。 

 

○住宅
じ ゅ う た く

セーフティネット制度
せ い ど

 

住宅セーフティネット制度とは、民間の空家、空き室を活用して、住宅確

保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度や家賃債務保証業者登録制

度等により、高齢者、低額所得者、子育て世帯等が必要な質や広さを備えた

住宅に低廉な家賃で入居が容易になるよう配慮された制度をいいます。 

 

○住宅
じ ゅ う た く

確保
か く ほ

要配慮者
よ う は い り ょ し ゃ

 

住宅確保要配慮者とは、高齢者、子育て世帯、低額所得者、障がい者、被

災者など住宅の確保に特に配慮を要する者です。 
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○住宅
じ ゅ う た く

・土地
と ち

統計
と う け い

調査
ち ょ う さ

 

住宅・土地統計調査とは、総務省が５年おきに実施している調査であり、

住戸等に関する実態並びに現住居以外の住宅および土地の保有状況、その他

の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査しています。 

 

○住宅
じ ゅ う た く

用地
よ う ち

に対
た い

する課税
か ぜ い

標準
ひょうじゅん

の特例
と く れ い

 

住宅用地に対する課税標準の特例とは、固定資産税・都市計画税の課税標

準額の算出の際に適用される住宅用地（人の居住の用に供する家屋の敷地）

に対する特例の適用をいいます。特例が適用されることで、税負担が軽減さ

れます。 

 

○住宅
じ ゅ う た く

履歴
り れ き

情報
じ ょ うほ う

 

住宅履歴情報とは、住宅がどのようなつくりで、どのような性能がある

か、また、建築後にどのような点検、修繕、リフォームが実施されたか等の

記録を保存、蓄積したものをいいます。具体的には、新築時の図面や建築確

認の書類、点検の結果やリフォームの記録などです。 

 

○主
し ゅ

世帯
せ た い

 

主世帯とは、住宅に対し、主として居住している世帯をいいます。例えば

下宿など、１住宅に二世帯以上が居住している際に分類するために用いま

す。 

 

○少子
しょうし

高齢化
こ う れ い か

 

少子高齢化とは、出生率の低下により子供の数が減少し、平均寿命の伸び

により高齢者の数が増加している状態です。 

 

○譲渡
じ ょ う と

所得
し ょ と く

３ ,０００万円
ま ん え ん

特別
と く べ つ

控除
こ う じ ょ

 

譲渡所得３,０００万円特別控除とは、平成２８年度の租税特別措置法の一

部改正により創設された特別控除制度で、一定の要件を満たす空家及びその

敷地を譲渡した場合、譲渡所得から３,０００万円の特別控除を受けることが

できる制度です。 
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○住
す

まいの終活
しゅうかつ

ノート  

住まいの終活ノートとは、空き家予防の新たな取り組みの一つとして、所

有者の住まいや気持ちの整理を図るとともに、相続等の住まいに重点を置い

たエンディングノートのことです。 

 

○成年
せ いね ん

後見
こ う け ん

制度
せ い ど

 

成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由により、

判断能力が十分でない方が、財産管理や契約行為等で不当な被害を受けない

よう、家庭裁判所が選任した成年後見人等が支援を行う制度です。 

 

○相続
そうぞく

登記
と う き

 

相続した土地・建物について、不動産登記簿の名義変更をすることです。

名義を変更するには、法務局に申請する必要があります。 

 

○第
だい

５
ご

次
じ

越谷市
こ し が や し

総合
そうごう

振興
しんこう

計画
けいかく

 

第５次越谷市総合振興計画とは、本市の将来像、まちづくりの基本的な方

向性を定め、市の各種計画の最上位に位置する計画。市民や行政におけるま

ちづくりの共通の指針となるもので、第 5 次越谷市総合振興計画は令和 3 年

度（2021 年度）から令和 12 年度（2030 年度）を計画期間としていま

す。 

 

○建物
た て も の

状況
じょうきょう

調査
ち ょ う さ

（インスペクション） 

建物状況調査（インスペクション）とは、既存（中古）住宅を対象に、建

築士等の耐震性等専門的な知見を有する者が、建物の基礎、外壁等に生じて

いるひび割れや雨漏り等の劣化事象及び不具合事象の状況を目視、計測等に

より調査し明らかにすることです。 

 

○地域
ち い き

コミュニティ  

自治会などの地域単位や特定の目標など、共通のつながりを持つ共同体、

地域社会のことです。 
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○長期
ち ょ う き

優良
ゆう り ょ う

住宅
じ ゅ う た く

 

長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するために、構造及び

設備、居住環境等への配慮、一定以上の面積等の措置が講じられている住宅

をいいます。 

 

○地理
ち り

情報
じ ょ うほ う

システム（ＧＩＳ
じ ー あ い え す

） 

地理情報システムとは、地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を持

ったデータ（空間データ）を総合的に管理・加工し、視覚的に表示し、高度

な分析や迅速な判断を可能にする技術をいいます。 

 

○低炭素
て い た ん そ

建築物
け ん ち く ぶ つ

 

低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物であって、都

市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物新築等計画に基づ

き新築又は増築、改築、修繕、模様替、建築設備の設置等が行われたものを

いいます。 

 

○道路
ど う ろ

管理者
か ん り し ゃ

 

道路管理者とは、道路法に規定された道路を管理する主体をいいます。 

 

○特定
と く て い

行
ぎょう

政庁
せいちょう

 

特定行政庁とは、建築基準法において、建築主事又は建築副主事を置く市

町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域につい

ては都道府県知事をいいます。 

 

○都市
と し

のスポンジ化
か

 

都市のスポンジ化とは、都市の内部において、空き地、空家等の低利用、

又は未利用の空間が、小さな単位で、発生に規則性がなく、予測が不可能に

発生する現象をいいます。 

 

○バリアフリー  

道路や建物の段差など、物理的な障壁を取り除き、生活しやすくすること

です。 
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○マイホーム借
か り

上
あ

げ制度
せ い ど

 

マイホーム借上げ制度とは、５０歳以上の方が所有する住宅を対象に、ラ

イフステージの変化により世帯人数が減少して広すぎたり、移住・住みかえ

のために使われなくなった住宅を、借りたい人に一般社団法人「移住･住みか

え支援機構」が転貸する制度です。一般社団法人「移住･住みかえ支援機構」

が所有者と賃借人の間に入り、サブリースとも呼ばれる転貸借の仕組みであ

るため、住宅の所有者は自宅を売却することなく、空室時も賃料保証が受け

られる等が特徴です。 

 

○リノベーション  

リノベーションとは、手を加えてより良くすることです。修繕より大規模

な建物の改修を指すこともあります。 

 

  



参考資料 

119 

 

■ 空家等対策の推進に関する特別措置法 

令和２６年法律第１２７号 

改正 令和５年法律第５０号 

目次 

第１章総則（第１条―第８条） 

第２章空家等の調査（第９条―第１１条） 

第３章空家等の適切な管理に係る措置（第１２条―第１４条） 

第４章空家等の活用に係る措置（第１５条―第２１条） 

第５章特定空家等に対する措置（第２２条） 

第６章空家等管理活用支援法人（第２３条―第２８条） 

第７章雑則（第２９条） 

第８章罰則（第３０条） 

附則 

第１章総則 

（目的） 

第１条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住

民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産

を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するた

め、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第

１０条第２項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する

施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的か

つ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居

住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土

地に定着する物を含む。第１４条第２項において同じ。）をいう。ただし、国又は地方公

共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険

となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が

行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保

全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

（国の責務） 

第３条 国は、空家等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 国は、地方公共団体その他の者が行う空家等に関する取組のために必要となる情報の

収集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。 

３ 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、空家等の適切な管理及びその活用

の促進に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。 

（地方公共団体の責務） 

第４条 市町村は、第７条第１項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家
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等に関する対策の実施その他の空家等に関及びこれに基づく空家等に関する対策の実

施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるよう努めなければならない。 

２ 都道府県は、第７条第１項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その

他空家等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情

報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努め

なければならない。 

（空家等の所有者等の責務） 

第５条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪

影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が

実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

（基本指針） 

第６条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施す

るための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１） 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

（２） 次条第１項に規定する空家等対策計画に関する事項 

（３） 所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項 

（４） その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するときは、あらか

じめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

（空家等対策計画） 

第７条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、

基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」とい

う。）を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１） 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空

家等に関する対策に関する基本的な方針 

（２） 計画期間 

（３） 空家等の調査に関する事項 

（４） 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

（５） 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用

の促進に関する事項 

（６） 特定空家等に対する措置（第１４条第１項の規定による助言若しくは指導、同

条第２項の規定による勧告、同条第３項の規定による命令又は同条第９項若しくは

第１０項の規定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関

する事項 

（７） 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

（８） 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 
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（９） その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 前項第５号に掲げる事項には、次に掲げる区域内の区域であって、当該区域内の空家

等の数及びその分布の状況、その活用の状況その他の状況からみて当該区域における経

済的社会的活動の促進のために当該区域内の空家等及び空家等の跡地の活用が必要と

なると認められる区域（以下「空家等活用促進区域」という。）並びに当該空家等活用促

進区域における空家等及び空家等の跡地の活用の促進を図るための指針（以下「空家等

活用促進指針」という。）に関する事項を定めることができる。 

（１） 中心市街地の活性化に関する法律（平成１０年法律第９２号）第２条に規定す

る中心市街地 

（２） 地域再生法（平成１７年法律第２４号）第５条第４項第８号に規定する地域再

生拠点 

（３） 地域再生法第５条第４項第１１号に規定する地域住宅団地再生区域 

（４） 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成２０年法律第４０

号）第２条第２項に規定する重点区域 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市町村における経済的社会的活動の拠点としての

機能を有する区域として国土交通省令・総務省令で定める区域 

４ 空家等活用促進指針には、おおむね次に掲げる事項を定めるのとする。 

（１）空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用に関する基本的な事

項 

（２）空家等活用促進区域における経済的社会的活動の促進のために活用することが必

要な空家等の種類及び当該空家等について誘導すべき用途（第１６条第１項及び第１８

条において「誘導用途」という。）に関する事項 

（３）前２号に掲げるもののほか、空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡

地の活用を通じた経済的社会的活動の促進に関し必要な事項 

５ 空家等活用促進指針には、前項各号に掲げる事項のほか、特例適用建築物（空家等活

用促進区域内の空家等に該当する建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第

２条第１号に規定する建築物をいう。以下この項及び第９項において同じ。）又は空家等

の跡地に新築する建築物をいう。次項及び第１０項において同じ。）について第１７条第

１項の規定により読み替えて適用する同法第４３条第２項（第１号に係る部分に限る。

次項において同じ。）の規定又は第１７条第２項の規定により読み替えて適用する同法

第４８条第１項から第１３項まで（これらの規定を同法第８７条第２項又は第３項にお

いて準用する場合を含む。第９項において同じ。）の規定のただし書の規定の適用を受け

るための要件に関する事項を定めることができる。 

６ 前項の第１７条第１項の規定により読み替えて適用する建築基準法第４３条第２項の

規定の適用を受けるための要件（第９項及び第１７条第１項において「敷地特例適用要

件」という。）は、特例適用建築物（その敷地が幅員１・８メートル以上４メートル未満

の道（同法第４３条第１項に規定する道路に該当するものを除く。）に２メートル以上接

するものに限る。）について、避難及び通行の安全上支障がなく、かつ、空家等活用促進

区域内における経済的社会的活動の促進及び市街地の環境の整備改善に資するものと

して国土交通省令で定める基準を３酌して定めるものとする。 
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７ 市町村は、第３項に規定する事項を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進

区域内の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

８ 市町村（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市

及び同法第２５２条の２２第１項の中核市を除く。）は、第３項に規定する事項を定める

場合において、市街化調整区域（都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第７条第１

項に規定する市街化調整区域をいう。第１８条第１項において同じ。）の区域を含む空家

等活用促進区域を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区域の区域及び空家

等活用促進指針に定める事項について、都道府県知事と協議をしなければならない。 

 

９ 市町村は、空家等活用促進指針に敷地特例適用要件に関する事項又は第５項の第１７

条第２項の規定により読み替えて適用する建築基準法第４８条第１項から第１３項ま

での規定のただし書の規定の適用を受けるための要件（以下「用途特例適用要件」とい

う。）に関する事項を記載するときは、あらかじめ、当該事項について、当該空家等活用

促進区域内の建築物について建築基準法第４３条第２項第１号の規定による認定又は

同法第４８条第１項から第１３項まで（これらの規定を同法第８７条第２項又は第３項

において準用する場合を含む。第１７条第２項において同じ。）の規定のただし書の規定

による許可の権限を有する特定行政庁（同法第２条第３５号に規定する特定行政庁をい

う。以下この項及び次項において同じ。）と協議をしなければならない。この場合におい

て、用途特例適用要件に関する事項については、当該特定行政庁の同意を得なければな

らない。 

１０ 前項の規定により用途特例適用要件に関する事項について協議を受けた特定行政庁

は、特例適用建築物を用途特例適用要件に適合する用途に供することが空家等活用促進

区域における経済的社会的活動の促進のためにやむを得ないものであると認めるとき

は、同項の同意をすることができる。 

１１ 空家等対策計画（第３項に規定する事項が定められたものに限る。第１６条第１項

及び第１８条第１項において同じ。）は、都市計画法第６条の２の都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針及び同法第１８条の２の市町村の都市計画に関する基本的な方針

との調和が保たれたものでなければならない。 

１２ 市町村は、空家等対策計画を定めた、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。 

１３ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、

情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

１４ 第７項から前項までの規定は、空家等対策計画の変更について準用する。 

（協議会）  

第８条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための

協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村

の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町

村長が必要と認める者をもって構成する。 

３ 前２項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 
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第２章空家等の調査 

（立入調査等） 

第９条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等

を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行う

ことができる。 

２ 市町村長は、第２２条第１項から第３項までの規定の施行に必要な限度において、空

家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しく

はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場

所に立ち入らせようとするときは、その５日前までに、当該空家等の所有者等にその旨

を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であると

きは、この限りでない。 

４ 第２項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示

す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第１０条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する

情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行

のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的の

ために内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもの

のうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利

用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関

するものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行の

ために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、

関係する地方公共団体の長、空家等に工作物を設置している者その他の者に対して、空

家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第１１条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又

は賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよ

う適切に管理されているものに限る。）を除く。以下この条、次条及び第１５条において

同じ。）に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するため

に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

第３章空家等の適切な管理に係る措置 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第１２条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に

対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置） 
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第１３条 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置す

れば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状

態にあると認められる空家等（以下「管理不全空家等」という。）の所有者等に対し、基

本指針（第６条第２項第３号に掲げる事項に係る部分に限る。）に即し、当該管理不全空

家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう

指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の

状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大き

いと認めるときは、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不

全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措

置について勧告することができる。 

（空家等の管理に関する民法の特例） 

第１４条 市町村長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めると

きは、家庭裁判所に対し、民法（明治２９年法律第８９号）第２５条第１項の規定によ

る命令又は同法第９５２条第１項の規定による相続財産の清算人の選任の請求をする

ことができる。 

２ 市町村長は、空家等（敷地を除く。）につき、その適切な管理のため特に必要があると

認めるときは、地方裁判所に対し、民法第２６４条の８第１項の規定による命令の請求

をすることができる。 

３ 市町村長は、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要

があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第２６４条の９第１項又は第２６４条

の１４第１項の規定による命令の請求をすることができる。 

第４章空家等の活用に係る措置 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第１５条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う

者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提

供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

（空家等の活用に関する計画作成市町村の要請等） 

第１６条 空家等対策計画を作成した市町村（以下「計画作成市町村」という。）の長は、

空家等活用促進区域内の空家等（第７条第４項第２号に規定する空家等の種類に該当す

るものに限る。以下この条において同じ。）について、当該空家等活用促進区域内の経済

的社会的活動の促進のために必要があると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し、

当該空家等について空家等活用促進指針に定められた誘導用途に供するために必要な

措置を講ずることを要請することができる。 

２ 計画作成市町村の長は、前項の規定による要請をした場合において、必要があると認

めるときは、その要請を受けた空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する権利の処

分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（建築基準法の特例） 

第１７条 空家等対策計画（敷地特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が

第７条第１２項（同条第１４項において準用する場合を含む。）の規定により公表された
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ときは、当該公表の日以後は、同条第６項に規定する特例適用建築物に対する建築基法

第４３条第２項第１号の規定の適用については、同号中「、利用者」とあるのは「利用

者」と、「適合するもので」とあるのは「適合するもの又は空家等対策の推進に関する特

別措置法（平成２６年法律第１２７号）第７条第１２項（同条第１４項において準用す

る場合を含む。）の規定により公表された同条第１項に規定する空家等対策計画に定め

られた同条第６項に規定する敷地特例適用要件に適合する同項に規定する特例適用建

築物で」とする。 

２ 空家等対策計画（用途特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が第７条

第１２項（同条第１４項において準用する場合を含む。）の規定により公表されたときは、

当該公表の日以後は、同条第５項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法第４８

条第１項から第１３項までの規定の適用については、同条第１項から第１１項まで及び

第１３項の規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、」と、

「認め、」とあるのは「認めて許可した場合」と、同条第１項ただし書中「公益上やむを

得ない」とあるのは「空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第百２７

号）第７条第１２項（同条第１４項において準用する場合を含む。）の規定により公表さ

れた同条第１項に規定する空家等対策計画に定められた同条第９項に規定する用途特

例適用要件（以下この条において「特例適用要件」という。）に適合すると認めて許可し

た場合その他公益上やむを得ない」と、同条第２項から第１１項まで及び第１３項の規

定のただし書の規定中「公益上やむを得ない」とあるのは「特例適用要件に適合すると

認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第１２項ただし書中「特定行

政庁が」とあるのは「特定行政庁が、特例適用要件に適合すると認めて許可した場合そ

の他」とする。 

（空家等の活用の促進についての配慮） 

第１８条 都道府県知事は、第７条第１２項（同条第１４項において準用する場合を含む。）

の規定により公表された空家等対策計画に記載された空家等活用促進区域（市街化調整

区域に該当する区域に限る。）内の空家等に該当する建築物（都市計画法第４第１項に規

定する建築物をいう。以下この項において同じ。）について、当該建築物を誘導用途に供

するため同法第４２条第１項ただし書又は第４３条第１項の許可（いずれも当該建築物

の用途の変更に係るものに限る。）を求められたときは、第７条第８項の協議の結果を踏

まえ、当該建築物の誘導用途としての活用の促進が図られるよう適切な配慮をするもの

とする。 

２ 前項に定めるもののほか、国の行政機関の長又は都道府県知事は、同項に規定する空

家等対策計画に記載された空家等活用促進区域内の空家等について、当該空家等を誘導

用途に供するため農地法（昭和２７年法律第２百２９号）その他の法律の規定による許

可その他の処分を求められたときは、当該空家等の活用の促進が図られるよう適切な配

慮をするものとする。 

（地方住宅供給公社の業務の特例） 

第１９条 地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第百２４号）第    

２１条に規定する業務のほか、空家等活用促進区域内において、計画作成市町村からの
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委託に基づき、空家等の活用のために行う改修、当該改修後の空家等の賃貸その他の空

家等の活用に関する業務を行うことができる。 

２ 前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規定する業務を行う場合における地方住

宅供給公社法第４９条の規定の適用については、同条第３号中「第２１条に規定する業

務」とあるのは、「第２１条に規定する業務及び空家等対策の推進に関する特別措置法

（平成２６年法律第百２７号）第１９条第１項に規定する業務」とする。 

（独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務） 

第２０条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法（平成１５年法律

第百号）第１１条第１項に規定する業務のほか、計画作成市町村からの委託に基づき、

空家等活用促進区域内における空家等及び空家等の跡地の活用により地域における経

済的社会的活動の促進を図るために必要な調査、調整及び技術の提供の業務を行うこと

ができる。 

（独立行政法人住宅金融支援機構の行う援助） 

第２１条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法（平成   

１７年法律第８２号）第１３条第１項に規定する業務のほか、市町村又は第２３条第１

項に規定する空家等管理活用支援法人からの委託に基づき、空家等及び空家等の跡地の

活用の促進に必要な資金の融通に関する情報の提供その他の援助を行うことができる。 

第５章特定空家等に対する措置 

第２２条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修

繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置

すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となる

おそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同

じ。）をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家

等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の

猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るため

に必要な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る

措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相

当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を

命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先

及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理

人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から５日以内に、市町村長に

対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第３項の

措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わ

なければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第３項の規定に   
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よって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の３日前までに、

前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第６項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な

証拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第３項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜ

られた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項

の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）

の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第３者をしてこれをさせ

ることができる。 

１０ 第３項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその

措置を命ぜられるべき者（以下この項及び次項において「命令対象者」という。）を確知

することができないとき（過失がなくて第１項の助言若しくは指導又は第２項の勧告が

行われるべき者を確知することができないため第３項に定める手続により命令を行う

ことができないときを含む。）は、市町村長は、当該命令対象者の負担において、その措

置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者（以下この項及び次項において「措

置実施者」という。）にその措置を行わせることができる。この場合においては、市町村

長は、その定めた期限内に命令象者においてその措置を行うべき旨及びその期限までに

その措置を行わないときは市町村長又は措置実施者がその措置を行い、当該措置に要し

た費用を徴収する旨を、あらかじめ公告しなければならない。 

１１ 市町村長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状

態にある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環

境の保全を図るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、第３項から第８項

までの規定により当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、これらの規定にか

かわらず、当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又

は措置実施者に行わせることができる。 

１２ 前２項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第５条及び第

６条の規定を準用する。 

１３ 市町村長は、第３項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国

土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

１４ 前項の標識は、第３項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。

この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げ

てはならない。 

１５ 第３項の規定による命令については、行政手続法（平成５年法律第８８号）第３章

（第１２条及び第１４条を除く。）の規定は、適用しない。 

１６ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を

図るために必要な指針を定めることができる。 

１７ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交

通省令・総務省令で定める。 

第６章空家等管理活用支援法人 

（空家等管理活用支援法人の指定） 
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第２３条 市町村長は、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に

規定する特定非営利活動法人、１般社団法人若しくは１般財団法人又は空家等の管理若

しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を

適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、空家等管理活

用支援法人（以下「支援法人」という。）として指定することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商号、住

所及び事務所又は営業所の所在地を公示しなければならない。 

３ 支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更

するときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

４ 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しな

ければならない。 

（支援法人の業務） 

第２４条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 

１ 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等

の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理

又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。 

２ 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他

の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。 

３ 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。 

４ 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。 

５ 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。 

６ 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務

を行うこと。 

（監督等） 

第２５条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要

があると認めるときは、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 

２ 市町村長は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認

めるときは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきこと

を命ずることができる。 

３ 市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第２３条第１項の

規定による指定を取り消すことができる。 

４ 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければな

らない。 

（情報の提供等） 

第２６条 国及び地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の

提供又は指導若しくは助言をするものとする。 

２ 市町村長は、支援法人からその業務の遂行のため空家等の所有者等を知る必要がある

として、空家等の所有者等に関する情報（以下この項及び次項において「所有者等関連

情報」という。）の提供の求めがあったときは、当該空家等の所有者等の探索に必要な限

度で、当該支援法人に対し、所有者等関連情報を提供するものとする。 
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３ 前項の場合において、市町村長は、支援法人に対し所有者等関連情報を提供するとき

は、あらかじめ、当該所有者等関連情報を提供することについて本人（当該所有者等関

連情報によって識別される特定の個人をいう。）の同意を得なければならない。 

４ 前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。 

（支援法人による空家等対策計画の作成等の提案） 

第２７条 支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し、

国土交通省令・総務省令で定めるところにより、空家等対策計画の作成又は変更をする

ことを提案することができる。この場合においては、基本指針に即して、当該提案に係

る空家等対策計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。 

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき空家等対策計画の作成又

は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとす

る。この場合において、空家等対策計画の作成又は変更をしないこととするときは、そ

の理由を明らかにしなければならない。 

（市町村長への要請） 

第２８条 支援法人は、空家等、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理

のため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、第１４条各項の規定による請

求をするよう要請することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるとき

は、第１４条各項の規定による請求をするものとする。 

３ 市町村長は、第１項の規定による要請があった場合において、第１４条各項の規定に

よる請求をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該

要請をした支援法人に通知するものとする。 

第７章雑則 

第２９条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策

の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補

助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基

づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その

他の措置を講ずるものとする。 

第８章罰則 

第３０条 第２２条第３項の規定による市町村長の命令に違反した者は、５０万円以下の

過料に処する。 

２ 第９条第２項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に

よる立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、２０万円以下の過料に処する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。ただし、第９条第２項から第５項まで、第１４条及び第１６条

の規定は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日か
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ら施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、この法律の施行の状

況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、そ

の結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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■ 空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則 

平成２７年総務省・国土交通省令第１号 

改正 令和５年総務省・国土交通省令第１号 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第百２７号）第１４条第１１項

の規定に基づき、空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。 

（経済的社会的活動の拠点としての機能を有する区域） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「法」という。）第７条第３項第５号

の国土交通省令・総務省令で定める区域は、次の各号に掲げるものとする。 

１ 地域再生法（平成１７年法律第２４号）第５条第４項第７号に規定する商店街活性化

促進区域 

２ 地域再生法第５条第４項第１２号に規定する農村地域等移住促進区域 

３ 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律（平成２０年法律第

３９号）第２条第２項に規定する滞在促進地区 

４ 前各号に掲げるもののほか、地域における住民の生活、産業の振興又は文化の向上の

拠点であって、生活環境の整備、経済基盤の強化又は就業の機会の創出を図ることが必要

であると市町村（特別区を含む。以下同じ。）が認める区域 

（公示の方法） 

第２条 法第２２条第１３項の国土交通省令・総務省令で定める方法は、市町村の公報へ

の掲載、インターネットの利用その他の適切な方法とする。 

（空家等対策計画の作成等の提案） 

第３条 法第２７条第１項の規定により空家等対策計画の作成又は変更の提案を行おうと

する空家等管理活用支援法人は、その名称又は商号及び主たる事務所の所在地を記載した

提案書に当該提案に係る空家等対策計画の素案を添えて、市町村に提出しなければならな

い。 

附 則 

この省令は、空家等対策の推進に関する特別措置法附則第１項ただし書に規定する規定

の施行の日（平成２７年５月２６日）から施行する。 
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■ 越谷市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則 

平成２９年３月３１日 

規則第１４号 

改正 令和３年３月３１日規則第４９号 

令和３年３月３１日規則第５５号 

令和６年１月１５日規則第１号 

(趣旨) 

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以

下「法」という。)の施行に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成

27年総務省・国土交通省令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。 

(特定空家等及び管理不全空家等の判断基準) 

第2条 法第2条第2項に規定する特定空家等である状態を判断する基準及び法第13条第

1項に規定する管理不全空家等である状態を判断する基準は、市長が別に定める。 

(報告徴収) 

第2条の2 法第9条第2項の規定による報告の求めは、空家等に係る事項に関する報告徴

収書(第1号様式)により行うものとする。 

2 法第9条第2項の規定により報告を求められた者は、空家等に係る事項に関する報告書

(第1号様式の2)を市長に提出しなければならない。 

(立入調査の通知等) 

第3条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査通知書(第1号様式の3)により行うも

のとする。 

(身分証明書) 

第4条 法第9条第4項の身分を示す証明書の様式は、立入調査実施員証(第2号様式)のと

おりとする。 

(助言又は指導) 

第5条 法第13条第1項の指導は指導通知書(第3号様式)により、法第22条第1項の助言

又は指導は助言・指導通知書(第3号様式の2)により、それぞれ行うものとする。ただし、

緊急を要するときは、この限りでない。 

(勧告) 

第6条 法第13条第2項の規定による勧告は管理不全空家等の適正管理に関する勧告書

(第3号様式の3)により、法第22条第2項の規定による勧告は特定空家等の適正管理に関

する勧告書(第4号様式)により、それぞれ行うものとする。 

(命令) 

第7条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(第5号様式)により行うものとする。 

(命令に係る事前の通知等) 

第8条 法第22条第4項の規定による命令に係る事前通知は、命令に係る事前の通知書(第

6号様式)により行うものとする。 

2 法第22条第4項の代理人は、あらかじめ書面でその権限を証明しなければならない。 
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3 前項の代理人がその権限を失ったときは、当該代理人を選任した者は、書面でその旨

を市長に届け出なければならない。 

 

(意見聴取の請求) 

第9条 法第22条第5項の公開による意見の聴取(以下「意見聴取」という。)の請求は、意

見聴取請求書(第7号様式)により行うものとする。 

(意見聴取請求者の代理人) 

第10条 意見聴取の請求をした者は、意見聴取の期日に法第22条第6項の代理人を出頭

させようとするときは、代理人出頭届(第8号様式)を市長に提出しなければならない。 

2 第8条第2項及び第3項の規定は、法第22条第6項の代理人について準用する。 

(意見聴取の実施通知及び公告) 

第11条 法第22条第7項の規定による通知は、意見聴取実施通知書(第9号様式)により行

うものとする。 

2 法第22条第7項の規定による公告は、越谷市公告式条例(昭和47年条例第6号)第2条

第2項に規定する掲示場への掲示及びインターネットホームページへの掲載等により行

うものとする。 

(意見聴取の延期等) 

第12条 意見聴取の請求をした者又は法第22条第6項の代理人(以下「聴取請求者等」と

いう。)は、意見聴取の期日にやむを得ず出頭することができないときは、当該意見聴取

を実施するときまでに理由を付して意見聴取実施期日の延期請求書(第10号様式)を市

長に提出しなければならない。 

2 市長は、聴取請求者等から前項の請求書が提出された場合において、正当な理由があ

ると認めるときは、意見聴取の期日を延期するものとする。 

3 市長は、災害その他やむを得ない事由により、法第22条第7項の規定による通知及び

公告をした期日又は場所において意見聴取を行うことができないときは、意見聴取の期

日を延期し、又は場所を変更することができる。 

4 第11条の規定は、前2項の規定により、意見聴取の期日を延期し、又は場所を変更す

る場合について準用する。 

(証人) 

第13条 聴取請求者等は、意見聴取に際して、法第22条第8項の証人を出席させようと

するときは、あらかじめ証人出席届(第11号様式)を市長に提出しなければならない。 

(意見聴取の主宰者) 

第14条 意見聴取は、あらかじめ市長が指名した職員(以下「意見聴取の主宰者」という。)

が行うものとする。 

2 意見聴取の主宰者に事故があるときは、市長が別に指名する職員がその職務を代理す

る。 

(関係職員等の出席) 

第15条 意見聴取の主宰者は、意見聴取に際し、必要があると認めるときは、説明員とし

て関係職員その他の３考人の出席を求めることができる。 

(陳述書等による意見聴取) 
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第16条 聴取請求者等は、意見聴取の期日に出頭することができないときは、当該意見聴

取を実施するときまでに、意見聴取に関する事項に係る意見聴取の請求をした者の陳述

書(第12号様式)及び証拠書類(以下「陳述書等」という。)を提出することができる。 

(意見聴取時の発言等) 

第17条 意見聴取において発言しようとする者は、意見聴取の主宰者の許可を受けなけ

ればならない。 

2 意見聴取の主宰者は、書記を指名し、発言の要旨等を記録させるものとする。 

3 意見聴取の主宰者は、意見聴取の終了後、遅滞なく、市長に報告するものとする。 

(意見聴取の期日における陳述の制限及び秩序維持) 

第18条 意見聴取の主宰者は、場内を整理し、その秩序を維持するため必要があると認め

るときは、出席者又は傍聴人の入場を制限することができる。 

2 意見聴取の主宰者は、意見聴取の期日に出頭した者が意見聴取に関する事項の範囲を

超えて陳述するときその他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは、その陳述

を制限することができる。 

3 意見聴取の主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見聴取の進行を妨げ、又はその

秩序を乱す者に対し、その場所からの退出を命ずる等必要な措置をとることができる。 

(不出頭等の場合における意見聴取の終結) 

第19条 市長は、聴取請求者等が正当な理由がなく意見聴取の期日に出頭せず、かつ、陳

述書等を提出しないときは、意見聴取を終結することができる。聴取請求者等が、意見

聴取の主宰者の質問に対して答弁せず、又は許可なく退出したとき等も、また、同様と

する。 

(費用弁償の不支給) 

第20条 市長は、意見聴取に伴い要する聴取請求者等及び法第22条第8項の証人に係る

費用は、弁償しない。 

(代執行等) 

第21条 法第22条第9項の規定による代執行(以下「代執行」という。)に係る行政代執行

法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(第13号様式)により

行うものとする。 

2 代執行に係る行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(第14号様式)

により行うものとする。 

3 代執行に係る行政代執行法第4条の証票の様式は、執行責任者証(第15号様式)のとお

りとする。 

4 代執行に要した費用に係る行政代執行法第5条の規定による納付命令は代執行費用納

付命令書(第16号様式)により、法第22条第10項又は第11項の規定による措置に要し

た費用に係る同条第12項において準用する行政代執行法第5条の規定による納付命令

は特定空家等に係る措置費用納付命令書(第16号様式の2)により、それぞれ行うものと

する。 

5 第11条第2項の規定は、法第22条第10項の規定による公告について準用する。 

(標識) 

第22条 法第22条第13項の標識の様式は、標識(第17号様式)のとおりとする。 
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(調整会議) 

第23条 市長は、関係部局における連携した対応及び実効性のある措置を図るため、越谷

市空家等対策連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を設置することができる。 

2 調整会議の委員その他調整会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

(その他) 

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附則(令和3年規則第49号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附則(令和3年規則第55号) 

(施行期日) 

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の際、現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成されてい

る用紙は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用するこ

とができる。 

附則(令和 6 年規則第 1 号) 

この規則は、公布の日から施行する。  
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第１号様式（第２条の２関係） 
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第１号様式の２（第２条の２関係） 
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第１号様式の３（第３条関係） 
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第２号様式（第４条関係） 
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第３号様式（第５条関係） 
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第３号様式の２（第５条関係） 
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第３号様式の３（第６条関係） 
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第４号様式（第６条関係） 
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第５号様式（第７条関係） 
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第６号様式（第８条関係） 
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第７号様式（第９条関係） 
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第８号様式（第１０条関係） 
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第９号様式（第１１条関係） 
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第１０号様式（第１２条関係） 
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第１１号様式（第１３条関係） 
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第１２号様式（第１６条関係） 
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第１３号様式（第２１条関係） 
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第１４号様式（第２１条関係） 
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第１５号様式（第２１条関係） 
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第１６号様式（第２１条関係） 
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第１６号様式の２（第２１条関係） 

  



参考資料 

161 

 

第１７号様式（第２２条関係） 
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■ 越谷市空家等の適正管理に関する条例 

平成２６年１２月２２日 

条例第１０５号 

改正 令和５年３月２２日条例第９号 

令和５年１２月２５日条例第３８号 

（目的） 

第１条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127

号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適正な管理に関し必要な事項

を定めることにより、管理不全な状態の空家等が放置されることを防止し、もって生

活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

（１） 空家等 法第 2 条第 1 項に規定する空家等であって、市内に所在するものを

いう。 

（２） 管理不全な状態 空家等が、適切な管理が実施されていないため次に掲げる

いずれかの状態にあることをいう。 

ア 老朽化又は台風等の自然災害により倒壊するおそれのある状態 

イ 建築材等を飛散させ当該敷地外にある者の生命、身体又は財産に被害を及ぼす

おそれのある状態 

ウ 不特定者の侵入等による火災又は犯罪が誘発されるおそれのある状態 

エ 敷地内の草木が著しく繁茂し、除枝又は除草が必要な状態であり、周辺の生活

環境に悪影響を及ぼすおそれのある状態 

オ アからエまでに掲げるもののほか、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれの

ある状態であり、規則で定める状態 

（３） 所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。 

（４） 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者

をいう。 

（市の責務） 

第３条 市は、この条例の目的を達成するため、空家等が管理不全な状態となることを未

然に防止するために必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市は、自治会その他関係機関と連携し、空家等の適正な管理に関する市民等の意識の

啓発を行うものとする。 

（所有者等の責務） 

第４条 所有者等は、空家等が管理不全な状態にならないよう適正な管理を行わなければ

ならない。 

（情報提供） 

第５条 市民等は、管理不全な状態である空家等があると認めるときは、速やかに市にそ
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の情報を提供するものとする。 

（立入調査） 

第６条 市長は、法第 9 条第 1 項及び第 2 項に規定する調査のほか、この条例の施行に

必要な限度において、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立

ち入らせ、必要な調査をさせ、又は関係者に質問をさせること（以下「立入調査」と

いう。）ができる。 

２ 前項の規定により立入調査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請

求があったときは、これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

（助言又は指導） 

第 7 条 市長は、空家等が管理不全な状態であると認めるときは、その所有者等に対

し、その適正な管理を行うための必要な措置について、助言し、又は指導することが

できる。 

（軽微な措置） 

第８条 市長は、空家等が管理不全な状態にあり、次に掲げる軽微な措置を講ずることに

より周辺の生活環境に与える悪影響の軽減を図ることができると認めるときは、当該

措置を講ずることができる。 

（１） 開放されている窓、門扉等の閉鎖 

（２） 敷地内に置かれている物件の移動 

（３） 道路等に越境している立木の枝葉の切除 

（４） 前 3 号に掲げるもののほか、周辺の生活環境に与える悪影響の軽減を図るこ

とができる軽微な措置であって、規則で定めるもの 

（緊急安全措置） 

第９条 市長は、空家等の管理不全な状態に起因して人の生命、身体又は財産に危害が及

ぶおそれがあり、緊急を要するためその所有者等が必要な措置を講ずる時間的余裕が

ないと認めるときは、危害を避けるために必要な最小限度の措置（以下「緊急安全措

置」という。）を講ずることができる。 

２ 市長は、前項の規定により緊急安全措置を講じたときは、その所有者等に対し、その

旨を通知しなければならない。ただし、所有者等又はその所在が判明しないときは、

この限りでない。 

３ 市長は、第 1 項の規定により緊急安全措置を講じたときは、その所有者等から当該

緊急安全措置に要した費用を徴収することができる。 

（特定空家等審査会の設置） 

第１０条 市長の諮問に応じ、法第 22 条第 9 項の規定による代執行をすることの適否

を審査するため、越谷市特定空家等審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

２ 審査会は、委員 5 人以内をもって組織する。 

３ 委員は、市長が委嘱し、その任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 前各項に定めるもののほか審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定め
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る。 

（協力要請） 

第１１条 市長は、空家等の管理不全な状態を解消するために必要があると認めるとき

は、警察署長その他の関係機関の長に必要な情報を提供し、協力を求めることができ

る。 

（空家等の有効活用） 

第１２条 市長は、空家等の有効活用を促進するため、その所有者等に必要な情報を提供

し、協力を求めることができる。 

（自主的解決との関係） 

第１３条 この条例の規定は、管理不全な状態にある空家等に関する紛争の当事者が双方

の合意による当該紛争の自主的な解決を図ることを妨げるものではない。 

（委任） 

第１４条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（令和 5 年条例第 9 号） 

（施行期日） 

1 この条例は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 

（経過措置） 

2 この条例の施行の日前に改正前の第 8 条第 1 項の規定により講じられた措置に係る

費用の徴収については、なお従前の例による。 

（越谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の１部改正） 

3 越谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 36 年条

例第 4 号）の１部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（令和 5 年条例第 38 号）抄 

（施行期日） 

1 この条例は、公布の日から施行する。 
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■ 越谷市空家等の適正管理に関する条例施行規則 

平成２７年３月２５日 

改正 平成２８年３月１７日規則第２９号 

令和3年３月３１日規則第５５号 

令和５年３月３１日規則第４７号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、越谷市空家等の適正管理に関する条例(平成 26 年条例第 105

号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（管理不全な状態） 

第 2 条 条例第 2 条第 2 号オの規則で定める状態は、次に掲げる状態とする。 

（1） 敷地内に物件が放置されていることにより、火災が誘発されるおそれのある状

態 

（2） 敷地内に物件が放置されていることにより、周辺の生活環境に衛生上悪影響を

及ぼすおそれのある状態 

（3） 敷地内に放置されている物件が、飛散するおそれのある状態 

（4） 前 3 号に掲げるもののほか、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある状

態として、市長が特に認める状態 

（立入調査） 

第 3 条 条例第 6 条第 2 項に規定する身分を示す証明書は、立入調査実施員証（第 1 号

様式）とする。 

（助言又は指導） 

第４条 条例第 7 条の規定による助言は原則として口頭により行うものとし、同条の規

定による指導は空家等の適正管理に関する指導書(第 2 号様式)により行うものとする。 

（軽微な措置） 

第 5 条 条例第 8 条第 4 号に規定する規則で定める軽微な措置は、次に掲げるものとす

る。 

（1） 外壁、屋根その他の建築材（飛散のおそれのある部分に限る。）の簡易な養

生、打付け又は取外し 

（2） 柵、塀その他の敷地を囲む工作物（破損している部分に限る。）の簡易な養

生、打付け又は取外し 

（3） 前 2 号に掲げるもののほか、周辺の生活環境に与える悪影響の軽減を図ること

ができる軽微な措置であって、市長が特に認めるもの 

（緊急安全措置に係る通知） 

第 6 条 条例第 9 条第 2 項の規定による通知は、空家等の適正管理に関する緊急安全措

置実施通知書（第 3 号様式）により行うものとする。 

（その他） 

第 7 条 この規則に定めるもののほかこの規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 
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附 則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年規則第２９号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和 3 年規則第 55 号） 

（施行期日） 

1 この規則は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 

（経過措置） 

2 この規則の施行の際、現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成されて

いる用紙は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用

することができる。 

附 則（令和 5 年規則第 47 号） 

この規則は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 
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第１号様式（第３条関係） 
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第２号様式（第４条関係） 
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第３号様式（第６条関係） 

 

  



越谷市空家等対策計画 

170 

 

■ 越谷市特定空家等審査会規則 

平成２７年３月２５日 

規則第２７号 

改正 平成２８年３月３１日規則第８４号 

平成２９年３月３１日規則第２４号 

令和５年３月３１日規則第４８号 

令和６年１月１５日規則第２号 

令和６年１０月１日規則第６１号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、越谷市空家等の適正管理に関する条例（平成 26 年条例第 105

号。以下「条例」という。）第 10 条第 5 項の規定に基づき越谷市特定空家等審査会

（以下「審査会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 委員は、法律、建築、不動産、公衆衛生その他市長が特に認める分野について識

見を有する者のうちから市長が委嘱する。 

（会長及び副会長） 

第３条 審査会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審査会の会議の議長となる。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第４条 委員会の会議は、会長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するとこ

ろによる。 

４ 審査会は、必要があると認めたときは、学識経験者、関係行政機関の職員その他の関

係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることが

できる。 

（庶務） 

第５条 審査会の庶務は、都市整備部建築住宅課において処理する。 

（委任） 

第６条 この規則の定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に

諮って定める。 

 

附 則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年規則第８４号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
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附 則（平成２９年規則第２４号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

1 この規則は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則（令和 5 年規則第 48 号） 

この規則は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則（令和 6 年規則第 2 号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和 6 年規則第 61 号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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■ 越谷市空家等対策協議会条例 

平成３０年３月２０日 

条例第３４号 

令和５年１２月２５日条例第３８号 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」

という。）第 8 条第１項の規定に基づき、市長の附属機関として、越谷市空家等対策協

議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、法第 7 条第１項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実

施に関する事項を所掌する。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員１５人以内で組織する。 

２ 委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 自治会を代表する者 

（２） 市議会議員 

（３） 法務に関する学識経験者 

（４） 不動産に関する学識経験者 

（５） 建築に関する学識経験者 

（６） 福祉に関する学識経験者 

（７） 文化に関する学識経験者 

（８） 公募による市民 

（９） 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における

補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（守秘義務） 

第５条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、ま

た、同様とする。 

（庶務） 

第６条 協議会の庶務は、都市整備部建築住宅課において処理する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年７月１日から施行する。 

（越谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の１部改正） 

２ 越谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３６年条

例第４号）の１部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 
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附 則（令和 5 年条例第 38 号） 

（施行期日） 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

（越谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の１部改） 

2 越谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 36 年条

例第 4 号）の１部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 
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■ 越谷市空家等対策協議会運営要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７

号。以下「法」という。）第 8 条第３項の規定に基づき、越谷市空家等対策協議会（以

下「協議会」という。）の会議の運営に関し必要な事項を定める。 

（会長及び副会長） 

第２条 協議会に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第３条 協議会の会議は、会長が議長となる。 

２ 協議会の会議は、会長が招集する。 

３ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

４ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

（委員以外の者の出席等） 

第４条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求

め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（部会） 

第５条 協議会は、特定の事項を調査審議するため必要があると認めるときは、部会を置

くことができる。 

２ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長及び副部会長を置き、会長が指名する委員をもって充てる。 

４ 部会長は、部会の会務を総理し、部会における審議の状況及び結果を協議会に報告す

るものとする。 

５ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

６ 部会の会議については、前条の規定を準用する。 

（代理出席） 

第６条 市長は、やむを得ない理由により会議に出席できないときは、当該職を代理する

者を代理者として当該会議に出席させることができる。 

２ 市長は、前項の規定により、代理者が会議に出席する場合は、あらかじめ会長にその

旨を報告しなければならない。 

（会議録の作成） 

第７条 協議会は、会議の概要等を記載した会議録を作成するものとする。 

２ 会議録には会長が指名した２名の委員が署名することとする。 
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（会議の公開） 

第８条 協議会の会議は、原則公開とする。ただし、協議会の決議により非公開とするこ

とができる。 

２ 会長は、傍聴人の数を制限することができる。 

（会議開催の周知） 

第９条 協議会の会議の開催は、原則として開催日の７日前までに、次に掲げる事項を建

築住宅課及び庁舎内の掲示板に掲示するとともに、市ホームページに掲載することに

より周知するものとする。ただし、緊急に開催する必要が生じたときは、この限りで

ない。 

（１） 会議名 

（２） 開催日時 

（３） 開催場所 

（４） 議題 

（５） 傍聴を認める者の定員 

（６） 傍聴の申込方法 

（７） 問合せ先 

（８） その他 

（傍聴の許可） 

第１０条 協議会の会議の傍聴を希望する者は、開催時刻の３０分前から１５分前までの

間に、傍聴受付簿に住所及び氏名を記入し、受付を済ませるものとする。 

２ 傍聴人の受付は、先着順で行い、１０人になり次第受付を終了するものとする。 

（傍聴人できない者） 

第１１条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。 

（１） 酒気を帯びていると認められる者 

（２） 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者 

（３） 前２号のほか、会長が傍聴を不適当と認める者 

（傍聴人の禁止行為） 

第１２条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。 

（１） みだりに傍聴席を離れること。 

（２） 会議場において発言をすること。 

（３） 議事に対して批判を加え、又は賛否を表明すること。 

（４） 私語、談話又は拍手等をすること。 

（５） 飲食又は喫煙をすること。 

（６） 許可なく録音機、写真機、撮影機その他これらに類するものを持ち込み、使

用すること。 

（７） 他の傍聴人の迷惑になるような行為をすること。 

（８） 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。 
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（傍聴人の退場） 

第１３条 傍聴人は、会長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速や

かに退場しなければならない。 

（公印） 

第１４条 会長及び会長職務代理者の公印の名称、書体、寸法、用途及びひな形は、次の

とおりとする。 

 

名 称 書 体 
寸 法 

ｍ／ｍ 
印材 個数 用 途 管 守 者 

越 谷 市  

空 家 等  

対 策 協 議

会長之印 

古印体 方２１ 木印 １ 

越谷市空家等

対策協議会長

名をもって発

する１般文書 

建築住宅課長 

 

ひ な 形  

会

長

之

印 

対

策

協

議 

空

家

等 

越

谷

市 

 

名 称 書 体 
寸 法 

ｍ／ｍ 
印材 

個

数 
用 途 管 守 者 

越谷市 

空家等 

対策協議 

会長職務 

代 理 者 之 印 

古印体 方２１ 木印 １ 

越 谷 市 空 家

等 対 策 協 議

会 長 職 務 代

理 者 名 を も

っ て 発 す る

１般文書 

建築住宅課長 

 

ひ な 形 

代

理

者

之

印 

会

長

職

務 

等

対

策

協

議 

越

谷

市

空

家 
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２ 前項に定めるもののほか、公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項について

は、越谷市公印規定（昭和４７年訓令第１号）による。 

（その他） 

第１５条 この要領に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議

会に諮って定める。 

 

附 則 

この要領は、平成３０年７月３日から実施する。 

 

附 則 

この要領は、令和６年 1 月 25 日から実施する。





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

越谷市空家等対策計画（案） 

 

平成３１年（２０１９年）３月発行 

（令和８年（２０２６年）〇月改定） 

 

越谷市 都市整備部 建築住宅課 

〒３４３－８５０１ 埼玉県越谷市越ヶ谷４丁目２番１号 

電話 ０４８－９６４－２１１１（代表） 

 

 


